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(57)【要約】
【課題】出金処理の効率の低減を防止することができる
貨幣処理装置を提供すること。
【解決手段】貨幣の収納または繰出を行う収納繰出部２
０と、貨幣を収納繰出部２０または装置外部に搬送する
搬送部１６と、入金処理時に不適正貨幣と識別された入
金リジェクト貨幣を装置外部から取出可能に投出する入
金リジェクト口１４と、出金処理時に収納繰出部２０に
よって繰り出された貨幣を入金リジェクト口１４に搬送
するように前記搬送部を制御する搬送制御部とを有する
紙幣処理装置１とした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貨幣を処理する貨幣処理装置において、
　貨幣を入金する入金部と、
　前記貨幣を搬送する搬送部と、
　前記貨幣を識別する識別部と、
　前記貨幣を収納する貨幣収納部と、
　前記貨幣を出金する出金部と、
　受付け不可能なリジェクト貨幣を排出するリジェクト部と、
　前記入金部から入金された貨幣を前記識別部により識別し、前記識別部が受付け可能な
貨幣と判定した正常貨幣を前記貨幣収納部へ搬送し、前記識別部が受付け不可能な貨幣と
判定したリジェクト貨幣を前記リジェクト部へ搬送するように前記搬送部を制御する制御
部と、
　を備え、
　前記制御部は、設定情報に従って、出金貨幣を、前記出金部および前記リジェクト部へ
搬送するよう制御することを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の貨幣処理装置であって、
　前記設定情報は、連続して出金処理を行うときに、一つの出金処理が完了する毎に、前
記出金貨幣の搬送先を、前記出金部および前記リジェクト部の間で交互に切り替える設定
を含むことを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の貨幣処理装置であって、
　前記設定情報は、連続して出金処理を行うときに、搬送先に集積された出金貨幣が所定
枚数に達する毎に、前記出金貨幣の搬送先を、前記出金部および前記リジェクト部の間で
交互に切り替える設定を含むことを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の貨幣処理装置であって、
　前記設定情報は、連続して出金処理を行うときに、種類に応じて、前記出金貨幣の搬送
先を、前記出金部および前記リジェクト部の間で切り替える設定を含むことを特徴とする
貨幣処理装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の貨幣処理装置であって、
　前記設定情報は、連続して出金処理を行うときに、搬送先に集積された出金貨幣の合計
金額が所定金額に達する毎に、前記出金貨幣の搬送先を、前記出金部および前記リジェク
ト部の間で交互に切り替える設定を含むことを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の貨幣処理装置であって、さらに、
　前記出金貨幣の搬送先を指定可能な操作手段を備え、
　前記設定情報は、前記操作手段により前記出金部または前記リジェクト部のいずれかを
指定する操作がされたときは、当該操作後の出金貨幣の搬送先を、指定された搬送先とす
る設定を含むことを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の貨幣処理装置であって、さらに、
　前記出金部および／または前記リジェクト部が前記出金貨幣で満杯になったことを検知
する満杯検知手段を備え、
　前記設定情報は、前記満杯検知手段により前記出金部または前記リジェクト部の一方が
満杯であることが検知されたときは、検知後の出金貨幣の搬送先を、他方へ切り替える設
定を含むことを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項８】
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　請求項１乃至請求項７のいずれかに記載の貨幣処理装置であって、さらに、
　前記出金部および／または前記リジェクト部へ搬送される貨幣の搬送異常を検知する搬
送異常検知手段と、
　前記出金部および／または前記リジェクト部に集積された貨幣の有無を検知する有無検
知手段と、
　を備え、
　前記設定情報は、出金貨幣を搬送中の前記出金部または前記リジェクト部の一方に搬送
異常が発生したことが前記搬送異常検知手段により検知され、かつ他方に貨幣がないこと
が前記有無検知手段により検知されたときは、検知後の出金貨幣の搬送先を、他方へ切り
替える設定を含むことを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれかに記載の貨幣処理装置であって、さらに、
　前記出金部または前記リジェクト部に出金された貨幣に関する情報、または出金取引に
関する情報を表示する表示手段を備えることを特徴とする貨幣処理装置。
【請求項１０】
　入金紙幣に含まれるリジェクト紙幣を排出する入金リジェクト部を有する貨幣処理装置
を用いて貨幣を出金する貨幣処理方法であって、
　出金する貨幣を搬送するステップと、
　搬送される前記貨幣を識別部によって識別するステップと、
　前記識別部により正常貨幣と識別された貨幣を、出金部または前記入金リジェクト部の
いずれかへ搬送するステップと、
　前記正常貨幣と識別された貨幣の搬送先を、前記出金部または前記入金リジェクト部の
一方から他方へ切り替えるステップと、
　を含むことを特徴とする貨幣処理方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の貨幣処理方法であって、
　前記搬送先を切り替えるステップは、連続して出金処理を行うときに、一つの出金処理
が完了する毎に、搬送先を、前記出金部および前記リジェクト部の間で交互に切り替える
ことを特徴とする貨幣処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、貨幣処理装置及びその出金方法に関し、特に、入金処理時に不適正貨幣と識
別された入金リジェクト貨幣を投出する入金リジェクト口を有する貨幣処理装置及び貨幣
処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、店舗のバックヤードには、売上金等の入金処理ならびに釣銭等の出金処理を
行う貨幣処理装置が設置されている。
【０００３】
　この種の貨幣処理装置として、たとえば、特許文献１には、紙幣の入金口から投入され
て識別された入金紙幣を出金口に搬送する循環式紙幣入出金機が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、紙幣の入金時に入金口から投入・識別された入金リジェクト紙
幣を出金口に搬送する一方で、紙幣の出金時に紙幣収納部から繰り出した紙幣を出金口に
搬送する紙幣入出金処理ユニットを含む紙幣入出金処理システムが開示されている。なお
、入金リジェクト紙幣とは、入金される紙幣を識別した段階で、識別不能紙幣、偽紙幣、
連鎖状態での入金紙幣、損傷のひどい紙幣などと識別された紙幣を指す。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特許第３６１４４６５号公報
【特許文献２】特許第３９８３９９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記２つの文献で開示される装置では、以下のように、出金処理を効率
的に行うのに自ずから限界があるという問題があった。
【０００７】
　例えば、連続して出金処理を行う場合には、出金口に搬送済みの出金貨幣を取り除かね
ば次の出金取引に係る貨幣を搬送することができず、出金処理の効率が低下してしまうと
いう問題がある。
【０００８】
　すなわち、１つの取引に係る出金紙幣の搬送が終了してから次の取引に係る出金紙幣の
搬送が開始されるまでに、出金紙幣の抜取操作を待機する待機時間が生じるため、この待
機時間が長くなるほど連続出金の所要時間も長くなってしまう。
【０００９】
　特に、店舗において翌営業日の釣銭準備金を作成する出金処理を行う場合には、店舗に
存在する全レジスタについて出金処理が生じることになるため、締上げ作業に重大な遅延
を招くおそれもある。
【００１０】
　なお、この課題は、連続出金を行う場合だけでなく、出金口で貯留可能な容量を超える
紙幣を出金する場合にも同様に生じる課題である。
【００１１】
　また、出金口が紙幣ジャム等で機能不全な状態にある場合には、出金処理自体を行うこ
とができず、出金処理が停滞してしまうという問題もある。
【００１２】
　本発明は、上述した従来技術による問題点を解消するためになされたものであって、出
金処理の効率の低減を防止することのできる貨幣処理装置及び貨幣処理方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明の貨幣処理装置は、貨幣を処理す
る貨幣処理装置において、貨幣を入金する入金部と、前記貨幣を搬送する搬送部と、前記
貨幣を識別する識別部と、前記貨幣を収納する貨幣収納部と、前記貨幣を出金する出金部
と、受付け不可能なリジェクト貨幣を排出するリジェクト部と、前記入金部から入金され
た貨幣を前記識別部により識別し、前記識別部が受付け可能な貨幣と判定した正常貨幣を
前記貨幣収納部へ搬送し、前記識別部が受付け不可能な貨幣と判定したリジェクト貨幣を
前記リジェクト部へ搬送するように前記搬送部を制御する制御部と、を備え、前記制御部
は、設定情報に従って、出金貨幣を、前記出金部および前記リジェクト部へ搬送するよう
制御するようにした。
【００１４】
　また、本発明の貨幣処理装置は、上記発明の構成において、前記設定情報が、連続して
出金処理を行うときに、一つの出金処理が完了する毎に、前記出金貨幣の搬送先を、前記
出金部および前記リジェクト部の間で交互に切り替える設定を含むようにした。
【００１５】
　また、本発明の貨幣処理装置は、上記発明の構成において、前記設定情報が、連続して
出金処理を行うときに、搬送先に集積された出金貨幣が所定枚数に達する毎に、前記出金
貨幣の搬送先を、前記出金部および前記リジェクト部の間で交互に切り替える設定を含む
ようにした。
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【００１６】
　また、本発明の貨幣処理装置は、上記発明の構成において、前記設定情報が、連続して
出金処理を行うときに、種類に応じて、前記出金貨幣の搬送先を、前記出金部および前記
リジェクト部の間で切り替える設定を含むようにした。
【００１７】
　また、本発明の貨幣処理装置は、上記発明の構成において、前記設定情報が、連続して
出金処理を行うときに、搬送先に集積された出金貨幣の合計金額が所定金額に達する毎に
、前記出金貨幣の搬送先を、前記出金部および前記リジェクト部の間で交互に切り替える
設定を含むようにした。
【００１８】
　また、本発明の貨幣処理装置は、上記発明の構成において、さらに、前記出金貨幣の搬
送先を指定可能な操作手段を備え、前記設定情報が、前記操作手段により前記出金部また
は前記リジェクト部のいずれかを指定する操作がされたときは、当該操作後の出金貨幣の
搬送先を、指定された搬送先とする設定を含むようにした。
【００１９】
　また、本発明の貨幣処理装置は、上記発明の構成において、さらに、前記出金部および
／または前記リジェクト部が前記出金貨幣で満杯になったことを検知する満杯検知手段を
備え、前記設定情報が、前記満杯検知手段により前記出金部または前記リジェクト部の一
方が満杯であることが検知されたときは、検知後の出金貨幣の搬送先を、他方へ切り替え
る設定を含むようにした。
【００２０】
　また、本発明の貨幣処理装置は、上記発明の構成において、さらに、前記出金部および
／または前記リジェクト部へ搬送される貨幣の搬送異常を検知する搬送異常検知手段と、
前記出金部および／または前記リジェクト部に集積された貨幣の有無を検知する有無検知
手段と、を備え、前記設定情報は、出金貨幣を搬送中の前記出金部または前記リジェクト
部の一方に搬送異常が発生したことが前記搬送異常検知手段により検知され、かつ他方に
貨幣がないことが前記有無検知手段により検知されたときは、検知後の出金貨幣の搬送先
を、他方へ切り替える設定を含むようにした。
【００２１】
　また、本発明の貨幣処理装置は、上記発明の構成において、さらに、前記出金部または
前記リジェクト部に出金された貨幣に関する情報、または出金取引に関する情報を表示す
る表示手段を備えるようにした。
【００２２】
　また、上記目的を達成するために本発明の貨幣処理方法は、入金紙幣に含まれるリジェ
クト紙幣を排出する入金リジェクト部を有する貨幣処理装置を用いて貨幣を出金する貨幣
処理方法であって、出金する貨幣を搬送するステップと、搬送される前記貨幣を識別部に
よって識別するステップと、前記識別部により正常貨幣と識別された貨幣を、出金部また
は前記入金リジェクト部のいずれかへ搬送するステップと、前記正常貨幣と識別された貨
幣の搬送先を、前記出金部または前記入金リジェクト部の一方から他方へ切り替えるステ
ップと、を含むようにした。
【００２３】
　また、本発明の貨幣処理方法は、上記発明の構成において、前記搬送先を切り替えるス
テップは、連続して出金処理を行うときに、一つの出金処理が完了する毎に、搬送先を、
前記出金部および前記リジェクト部の間で交互に切り替えるようにした。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、貨幣を入金する入金部と、貨幣を搬送する搬送部と、貨幣を識別する
識別部と、貨幣を収納する貨幣収納部と、貨幣を出金する出金部と、受付け不可能なリジ
ェクト貨幣を排出するリジェクト部と、入金部から入金された貨幣を識別部により識別し
、識別部が受付け可能な貨幣と判定した正常貨幣を貨幣収納部へ搬送し、識別部が受付け
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不可能な貨幣と判定したリジェクト貨幣をリジェクト部へ搬送するように搬送部を制御す
る制御部とを備え、制御部は、所定の条件において貨幣収納部から出金された貨幣を出金
部とリジェクト部へ搬送するよう制御するようにしたので、出金部が紙幣ジャム等で出金
不能となった場合でも、リジェクト部をバイパスとして機能させることができ、その結果
、出金処理の効率が低減することを防止することができるという効果を奏する。
【００２５】
　また、本発明によれば、さらに指示手段を備え、その指示手段により複数の出金取引が
指示された場合を所定の条件として含み、制御部は、指示手段により指示された複数の出
金取引を行う場合、複数の出金取引毎に貨幣収納部から出金部とリジェクト部へ貨幣を搬
送するよう制御するようにしたので、複数の出金取引毎の出金処理の選別に係る利便性を
高めることができるという効果を奏する。
【００２６】
　また、本発明によれば、さらに指示手段を備え、その指示手段により複数回の所定枚数
毎の出金が指示された場合を所定の条件として含み、制御部は、所定の枚数毎に貨幣収納
部から出金部とリジェクト部へ貨幣を搬送するよう制御するようにしたので、所定の枚数
毎の選別に係る利便性を高めることができるという効果を奏する。
【００２７】
　また、本発明によれば、さらに指示手段を備え、その指示手段により所定の種類毎の出
金が指示された場合を所定の条件として含み、制御部は、所定の種類毎に貨幣収納部から
出金部と前記リジェクト部へ貨幣を搬送するよう制御するようにしたので、出金部及びリ
ジェクト部のそれぞれに金種を区別して投出することができ、出金処理の選別に係る利便
性を高めることができるという効果を奏する。
【００２８】
　また、本発明によれば、さらに指示手段を備え、その指示手段により複数回の所定金額
毎の出金が指示された場合を所定の条件として含み、制御部は、所定の金額毎に貨幣収納
部から出金部とリジェクト部へ貨幣を搬送するよう制御するようにしたので、所定の金額
毎の選別に係る利便性を高めることができるという効果を奏する。
【００２９】
　また、本発明によれば、さらに操作手段を備え、その操作手段によりリジェクト部が出
金先として指定された場合を所定の条件として含み、制御部は、操作手段によりリジェク
ト部が出金先として指定された場合、貨幣収納部からリジェクト部へ貨幣を搬送するよう
制御するようにしたので、オペレータの操作に応じて貨幣収納部からリジェクト部へ貨幣
を搬送させることができるという効果を奏する。
【００３０】
　また、本発明によれば、さらに、出金部が貨幣で満杯になったことを検知する満杯検知
手段を備え、制御部は、満杯検知手段により出金部の満杯が検知された場合、貨幣収納部
からリジェクト部へ貨幣を搬送するよう制御するようにしたので、基本出金先として設定
された一方の投出口（出金部）からだけでは１度に出金しきれない枚数の紙幣を他方の臨
時出金先の投出口（リジェクト部）に迂回して１度に出金させることができ、出金効率を
向上させることが可能になるという効果を奏する。
【００３１】
　また、本発明によれば、さらに貨幣の搬送異常を検知する搬送異常検知手段と、リジェ
クト部の貨幣の有無を検知する有無検知手段と、を備え、制御部は、搬送異常検知手段に
より出金部に貨幣を搬送できないような搬送異常が検知され、かつ有無検知手段によりリ
ジェクト部に貨幣がないと検知された場合、貨幣収納部からリジェクト部へ貨幣を搬送す
るよう制御するようにしたので、基本出金先として設定された一方の投出口（出金部）に
出金紙幣を搬送できない搬送異常が搬送部で検知された場合でも、他方の投出口（リジェ
クト部）を臨時出金先として出金紙幣を搬送させることができ、出金効率を向上させるこ
とが可能になるという効果を奏する。
【００３２】
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　また、本発明によれば、さらに表示手段を備え、制御部は、出金部またはリジェクト部
に出金された貨幣に関する情報、または出金取引に関する情報を表示手段に表示するよう
に制御したので、オペレータが混乱することを防止でき、さらに、出金取引の進捗を正確
に把握することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、本実施例に係る紙幣処理装置の全体構成を示す構成図である。
【図２】図２は、本実施例に係る取扱権限の区分けの多様性を説明するための説明図であ
る。
【図３】図３は、集積部の構成の一例を説明するための説明図である。
【図４】図４は、入金時における紙幣の流れを説明するための説明図である。
【図５】図５は、出金時における紙幣の流れを説明するための説明図である。
【図６】図６は、引渡時における紙幣の流れを説明するための説明図である。
【図７】図７は、精査復路時における紙幣の流れを説明するための説明図である。
【図８】図８は、連続取引出金時における紙幣の流れを説明するための説明図である。
【図９】図９は、本実施例に係る紙幣処理装置の機能構成を示すブロック図である。
【図１０】図１０は、本実施例に係る操作ターミナルの外観を示す平面図である。
【図１１】図１１は、本実施例に係る入金処理の手順を示すフローチャートである。
【図１２】図１２は、本実施例に係る第１の出金処理の手順を示すフローチャートである
。
【図１３】図１３は、操作ターミナルに表示される画面の一例を示す図である。
【図１４】図１４は、本実施例に係る第２の出金処理の手順を示すフローチャートである
。
【図１５】図１５は、操作ターミナルに表示される画面の一例を示す図である。
【図１６】図１６は、本実施例に係る入金兼出金処理の手順を示すフローチャートである
。
【図１７】図１７は、本実施例に係る第１の釣銭作成処理の手順を示すフローチャートで
ある。
【図１８】図１８は、本実施例に係る第２の釣銭作成処理の手順を示すフローチャートで
ある。
【図１９】図１９は、本実施例に係る引渡処理の手順を示すフローチャートである。
【図２０】図２０は、本実施例に係る紙幣処理装置を構成する入出金部、収納繰出部及び
収納部のレイアウトの応用例を示す図である。
【図２１】図２１は、図２０に示したレイアウトの応用例の紙幣授受を示す図である。
【図２２】図２２は、外部装置に付与するアクセス権限の一例を示す図である。
【図２３】図２３は、外部装置に付与するアクセス権限の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る貨幣処理装置及び貨幣処理方法の好適な実施
例を詳細に説明する。なお、以下では、説明の便宜上、紙幣処理装置と同様の構成を有す
る硬貨処理装置の説明を省略するが、本発明の適用範囲を紙幣処理装置に限定するもので
はなく、紙幣処理装置および硬貨処理装置の両方または片方だけが存在する場合にも本発
明を同様に適用することができる。
【００３５】
　まず、本実施例に係る紙幣処理装置の全体構成について説明する。図１は、本実施例に
係る紙幣処理装置の全体構成を示す構成図である。
【００３６】
　図１に示すように、紙幣処理装置１では、当該紙幣処理装置１を紙幣の入出金処理を行
う入出金部１０、紙幣を収納／繰出する収納繰出部２０および紙幣を収納する収納部３０
に区分けし、異なる３者の当事者が当該当事者に許容される部位だけを取扱可能なように
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入出金部１０、収納繰出部２０および収納部３０を構成した。
【００３７】
　これによって、本実施例では、３者以上の当事者が紙幣の取り扱いに関与することを可
能とした。
【００３８】
　例えば、図２の（１）～（４）に示すように、店舗の操作者（オペレータ）、店舗のバ
ックヤード責任者（店舗マネージャ）、銀行員、銀行員の代理人（メンテナンス員）、収
集特定者（例えば、警備会社の警備員）などの多様な当事者及びその代理人に多種多様な
組合せで入出金部１０、収納繰出部２０及び収納部３０の取扱権限を区分けさせることが
できる。
【００３９】
　ここで、本実施例では、図２に示した取扱権限の区分けの中でも図２の（３）に示した
取扱権限を入出金部１０、収納繰出部２０及び収納部３０それぞれに持たせる場合につい
ての実施例を例示することとする。
【００４０】
　すなわち、本実施例では、銀行等の金融機関が紙幣処理装置１を店舗にリースし、店舗
の営業中には、入出金部１０と収納繰出部２０の間で現金授受を行うとともに収納繰出部
２０内の余分な現金を収納部３０に現金移動し、警備会社に収納部３０内の現金を回収さ
せる運用を想定している。
【００４１】
　かかる運用により、店舗の銀行口座の現金として引落や預入を自在にするとともに店舗
での過剰な現金残置を予防し、現金運搬に警備会社を介在させることで、店舗および銀行
の資金流動を効率化しつつ、資金運搬時の防犯性を高めるためである。
【００４２】
　そして、入出金部１０を取り扱う際には、後述する操作ターミナル１１０でのカードも
しくはパスワードを用いた認証処理を経た上で入出金可能とし、収納繰出部２０を取り扱
う際には、操作ターミナル１１０でのカードもしくはパスワードを用いた認証処理または
図示しない金庫ダイヤルや金庫レバーを介した所定の操作を経た上で装置内部への接触を
可能とし、また、収納繰出部２０を取り扱う際にも、収納繰出部２０の場合と同様にして
内部の露出を可能なように構成した。
【００４３】
　このため、本実施例では、店舗、銀行および警備会社の３者がそれぞれに許容された区
分の部位以外の紙幣に接触することを防止することができ、当事者が３者であっても当事
者間の不可侵性を担保することができる。
【００４４】
　また、本実施例では、収納繰出部２０及び収納部３０それぞれを別の金庫内に設置し、
図１で示した入出金部１０と収納繰出部２０が隣接する部分、および、収納繰出部２０と
収納部３０が隣接する部分の金庫の隔壁に１つまたは複数の紙幣通路用開口を設けておき
、この紙幣通路用開口を通して紙幣を搬送し、収納繰出部２０の金庫の扉および収納部３
０の金庫の扉を電子錠や機械錠などの施錠機構により施錠するように構成したので、当事
者以外の第三者（例えば、不正な店舗オペレータや犯罪者等の第三者）に対する防犯性を
飛躍的に高めることができる。
【００４５】
　なお、本実施例では、収納繰出部２０及び収納部３０それぞれを別の金庫内に設置する
こととしたが、必ずしも収納繰出部２０及び収納部３０を別々の金庫に設置する必要はな
く、収納繰出部２０及び収納部３０を１つの金庫内に設置しておき、収納繰出部２０と収
納部３０の隣接部分を隔壁で遮断して扉をそれぞれに設置するように構成してもかまわな
い。
【００４６】
　続いて、本実施例に係る紙幣処理装置の各部の構成について説明する。図１に示すよう
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に、入出金部１０は、入金口１１と、識別部１２と、出金口１３と、入金リジェクト口（
以下、入金Ｒｊ口）１４と、リジェクト一時保留部（以下、Ｒｊ一時保留部）１５と、搬
送部１６とを有する。
【００４７】
　入金口１１は、装置の天面を凹状に窪ませて略長方形の開口を形成したボックスであり
、ボックスの底面に設けられたローラ等の繰込み手段により入金紙幣を１枚ずつ内部に繰
り込む。なお、この入金口１１、そして後述する出金口１３及び入金Ｒｊ口１４を常に露
出状態に置いておくのは安全性に欠けるため、実際には使用時にだけ開放状態となるシャ
ッタが設けられている。
【００４８】
　識別部１２は、紙幣を識別するビルバリユニット（billvalid　unit）であり、例えば
、紙幣の真偽判定、正損判定、金種判定や新旧等の券種判定など各種の鑑別を行う。なお
、真偽判定では、貨幣が本物か偽物かを判定する。また、正損判定では、本物の貨幣のう
ち状態の良いものを正券、汚れや損傷があるものを損券と判定する。
【００４９】
　出金口１３は、装置の天面を凹状に窪ませて略長方形の開口を形成したボックスであり
、出金処理時に識別部１２によって適正紙幣と識別された出金紙幣を装置外部から取出可
能に投出する。なお、出金口１３及び入金Ｒｊ口１４では、紙幣の抜き取りを検知するべ
く、図示しない抜き取り検知用のセンサが設けられている。
【００５０】
　入金Ｒｊ口１４は、装置の前面を凹状に窪ませて略長方形の開口を形成したボックスで
あり、入金処理時に不適正貨幣と識別された入金Ｒｊ紙幣を装置外部から取出可能に投出
する投出口である。なお、ここで言う入金Ｒｊ紙幣とは、入金される紙幣を識別した段階
で、識別不能紙幣、偽紙幣、複数枚の紙幣が連なって搬送された連鎖状態での入金紙幣、
損傷のひどい紙幣などと識別された紙幣を指す。また、出金取引時には、出金口１３と同
様に、出金紙幣を装置外部から取出可能に投出することができる。これにより、出金口１
３と入金Ｒｊ口１４を用いて、多様な出金取引が可能となる。
【００５１】
　Ｒｊ一時保留部１５は、出金処理時に不適正紙幣と識別された出金Ｒｊ紙幣を一時保留
する収納繰出部であり、Ｒｊ一時保留部１５内部に出金Ｒｊ紙幣を繰り込む機構およびＲ
ｊ一時保留部１５外部に出金Ｒｊ紙幣を繰り出す機構を有している。なお、出金Ｒｊ紙幣
とは、出金される紙幣を識別した段階で、識別不能紙幣、偽紙幣、複数枚の紙幣が連なっ
て搬送された連鎖状態での出金紙幣、損傷のひどい紙幣などと識別された紙幣を指す。
【００５２】
　搬送部１６は、紙幣を表裏両側から挟持して一枚ずつ搬送する一対のベルトからなるベ
ルトコンベアを有し、入金口１１、識別部１２、出金口１３、入金Ｒｊ口１４、Ｒｊ一時
保留部１５、後述するスタッカ２１Ａ～２１Ｆ、精査カセット２１Ｇ及び集積部３１の間
で紙幣の搬送を行う。
【００５３】
　また、収納繰出部２０は、図１に示すように、スタッカ２１Ａ～２１Ｆと、精査カセッ
ト２１Ｇとを有する。
【００５４】
　スタッカ２１Ａ～２１Ｆは、紙幣を内部に繰り込んで集積して収納するとともに集積紙
幣を１枚ずつ搬送部１６に繰り出す収納繰出部であり、紙幣の集積量がエンプティである
場合にステージがステージ開始位置に所在し、紙幣の集積量が増えるにつれてステージの
位置が下方向に移動し、最終的にはステージ下限位置まで移動することができる。一方、
繰り出し時には、紙幣を繰り出すにつれてステージが上昇し、全ての紙幣を繰り出すと、
ステージがステージ上限位置まで移動する。
【００５５】
　なお、本実施例では、スタッカ２１Ａには＄１紙幣を、スタッカ２１Ｂには＄５紙幣を
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、スタッカ２１Ｃには＄１０紙幣を、スタッカ２１Ｄには＄２０紙幣を、スタッカＥには
＄５０紙幣を、また、スタッカ２１Ｆには＄１００紙幣を割り当てることとする。ここで
は、１つのスタッカにつき１つの金種を割り当てることとしたが、１つのスタッカに２種
類の金種を混在収納してもよいし、複数のスタッカに同一金種を収納するようにしてもか
まわない。
【００５６】
　精査カセット２１Ｇは、スタッカ２１Ａ～２１Ｆと同様に、紙幣を内部に繰り込んで集
積して収納するとともに集積紙幣を１枚ずつ搬送部１６に繰り出す収納繰出部であり、収
納繰出部２０に着脱可能な現金カセットとして構成される。
【００５７】
　この精査カセット２１Ｇは、紙幣ジャム（紙幣詰り）などが原因でスタッカ２１Ａ～２
１Ｆ（以下、複数のスタッカを総称する場合にはスタッカ２１と記載する）の収納枚数が
不確定になった場合にそのスタッカ２１の収納枚数を精査するためのものであり、精査時
に精査対象のスタッカ２１の紙幣を受け入れて収納した後、この収納した紙幣を繰り出す
動作を行う。
【００５８】
　また、精査カセット２１Ｇに補充用紙幣を装てんし、スタッカ２１Ａ～２１Ｆに紙幣を
補充することもできる。また、スタッカ２１Ａ～２１Ｆと同様に、収納繰出部として使用
することもできる。また、スタッカ２１が満杯（フル状態）になった場合、オーバーフロ
ーした紙幣を受け入れるオーバーフロースタッカとしても使用できる。
【００５９】
　また、収納部３０は、紙幣を上下に立てた姿勢のまま紙幣面（表面または裏面）を合わ
せて整列させた状態で紙幣を水平方向に集積する集積部３１を有し、集積部３１は、図３
に示すように、搬送通過検知部３１ａと、補助札押えローラ３１ｂと、集積車３１ｃと、
札押え３１ｄと、集積紙幣端面検知部３１ｅとを内在する。
【００６０】
　この集積部３１では、搬送部１６によって搬送される搬送紙幣を搬送通過検知部３１ａ
によって検知し、搬送紙幣が検知された場合に、補助札押えローラ３１ｂを反時計回りに
回転させることよって紙幣のばたつきを抑えながら、集積車３１ｃを時計回りに回転させ
ることにより紙幣を巻き込みながら札押え３１ｄに押し付ける。そして、集積部３１は、
集積紙幣が集積紙幣端面検知部３１ｅにより検知されると、札押え３１ｄを奥手方向に可
動させる。
【００６１】
　なお、収納部３０に収納される紙幣は、営業終了後に売上金等が入金された状態で回収
されることから膨大な量となるケースが多い。このため、本実施例では、店舗の営業終了
後に警備会社の警備員が立位体勢で整列した紙幣を手回収して小分け詰めできるように引
出し式の集積部３１を例示したが、現金カセットとしてもかまわない。その場合は、集積
部３１と比較して、警備員に直接現金を触らせなくともよい等のメリットが得られる。集
積部３１を縦長に構成し、麻袋、樹脂袋等の袋に紙幣を落下させてもかまわない。
【００６２】
　また、本実施例では、紙幣の収納だけを行う収納部３０を第３の部位として例示したが
、第２の部位である収納繰出部２０と同様に、紙幣の繰り出しもさらに行う収納繰出部と
して第３の部位を構成することもできる。この場合には、第３の部位である収納繰出部か
ら第２の部位である収納繰出部２０に、Ｒｊ一時保留部１４や精査カセット２１Ｇ等を介
して、紙幣の補充を行うように構成することもできる。
【００６３】
　ここで、本実施例では、入出金部１０と収納繰出部２０の境界で紙幣ジャムが発生した
場合でもいずれの取扱権限の区分に紙幣が属するかを明確化する機構を有している。
【００６４】
　例えば、搬送部１６によってスタッカ２１Ｃに＄１０紙幣を搬送する際に入出金部１０
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と収納繰出部２０の境界で紙幣ジャムが発生した場合を想定する。このとき、図１に拡大
して図示したように、入出金部１０側の搬送ローラのグリップ力Ｐ１と収納繰出部２０側
の搬送ローラのグリップ力Ｐ２の間に差を設け、Ｐ１＞Ｐ２と設定する。
【００６５】
　このように両者のグリップ力を設定しておけば、紙幣ジャムが入出金部１０と収納繰出
部２０の境界で発生したとしても、紙幣全体がセンサ１８ｃを通過して収納繰出部２０内
への移動が確定したと判断される前に入出金部１０側に引き戻すことができる。
【００６６】
　このため、店舗側だけに完結して紙幣ジャムの解除操作を行うことができ、銀行の代理
人（メンテ員）に連絡して訪問を待つ時間と労力を省くことができる。さらに、収納繰出
部２０と収納部３０の間にも同様の機構を備えており、引き戻した紙幣を任意のスタッカ
等に収納することができる。
【００６７】
　次に、図４～図８を用いて、本実施例に係る紙幣処理装置の紙幣の流れについて説明す
る。
【００６８】
　まず、入金時における紙幣の流れについて説明する。図４は、入金時における紙幣の流
れを説明するための説明図である。図４に示すように、入金時には、入金口１１で繰り込
んで受け入れた紙幣を搬送部１６により識別部１２を通過させて紙幣を識別させる。この
とき、識別結果に応じて搬送先が決定される。例えば、識別結果が＄１紙幣であった場合
にはスタッカ２１Ａに搬送され、識別結果が＄５紙幣であった場合にはスタッカ２１Ｂに
搬送されるというように、＄１０紙幣、＄２０紙幣、＄５０紙幣、＄１００紙幣の場合も
同様にして搬送される。
【００６９】
　続いて、入金返却における紙幣の流れについて説明する。入金返却とは、入金操作に応
答して紙幣がスタッカ２１に一旦収納されて入金金額とその金種内訳の確認表示が操作タ
ーミナル１１０でなされた時に、入金金額または金種内訳を不服としてなされた入金の拒
否操作に応答して行われる紙幣の返却を指す。
【００７０】
　入金返却時には、＄１紙幣～＄１００紙幣までのいずれの金種の紙幣を返却（出金）す
る場合でも、スタッカ２１から搬送部１６に紙幣が繰り出され、該繰出された紙幣が搬送
部１６によって識別部１２に搬送される。
【００７１】
　このとき、出金適正紙幣として識別された場合には、搬送部１６により紙幣が出金口１
３に搬送される一方で、出金不適正紙幣（出金Ｒｊ紙幣）として識別された場合には、搬
送部１６により紙幣がＲｊ一時保留部１５に搬送される。
【００７２】
　そして、Ｒｊ一時保留部１５に一時保留された出金Ｒｊ紙幣は、即座に収納元のスタッ
カ２１に搬送されるか、或いは現在返却中の金種の返却が終了してから収納元のスタッカ
２１に搬送される。また、取引が連続する場合、一連の取引終了後、この搬送処理を行っ
てもよい。具体的には一定時間以上取引がない場合に行う。
【００７３】
　このように、出金Ｒｊ紙幣を収納元のスタッカ２１に搬送する戻し搬送を行うのは、Ｒ
ｊ一時保留部１５が収納繰出部２０ではなく、本来的に出金Ｒｊ紙幣の所有権を持たない
店舗が取扱権限を有する入出金部１０に所在するからである。
【００７４】
　すなわち、出金Ｒｊ紙幣の本来の所有者は銀行であるにもかかわらず、本来の所有者で
ある銀行に取扱権限のないＲｊ一時保留部１５で長期間保持される状況が続くことは好ま
しくない。また、収納繰出部２０に本来存在すべき紙幣が店舗に取扱権限がある入出金部
１０に存在するため、収納繰出部２０の在高が不確定な状態になる。
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【００７５】
　したがって、本実施例では、本来の所有者である銀行が取扱権限を有する収納繰出部２
０に出金Ｒｊ紙幣を可及的速やかに戻し、紙幣が所在する部位の取扱権限と紙幣の所有権
との整合性を担保するとともに収納繰出部２０の在高を確定状態に戻すこととした。
【００７６】
　このことから、Ｒｊ一時保留部１５が収納繰出部２０に所在する場合には、スタッカ２
１から繰り出されてＲｊ一時保留部１５に一時保留された紙幣の枚数が確定しているなら
ば、上記の戻し搬送を必ずしも行う必要はなく、出金Ｒｊ紙幣をＲｊ一時保留部１５に貯
留しておくこともできる。
【００７７】
　また、本実施例では、同一の紙幣が所定の回数（例えば、３回）繰り返して出金Ｒｊ紙
幣と識別された場合には、収納部３０の集積部３１に収納することとしている。
【００７８】
　ここで、同一の紙幣が繰り返し出金Ｒｊ紙幣となる原因として、スタッカ２１の繰出機
構の不具合が挙げられるが、かかる不具合により複数枚の紙幣が重なって出金Ｒｊ紙幣と
して集積部３１に搬送される場合には、集積部３１に収納される出金Ｒｊ紙幣の枚数が不
透明になってしまう。
【００７９】
　そこで、本実施例では、スタッカ２１に紙幣が収納される前段階で識別部１２によって
識別される紙幣の記番号を後述する記憶部１２０に登録しておき、さらに、入金返却時に
繰り出される段階においても紙幣の記番号を記憶部１２０に登録し、収納時の記番号と繰
出時の記番号を比較して、集積部３１に収納される出金Ｒｊ紙幣の枚数を特定することと
した。
【００８０】
　例えば、スタッカ２１への収納段階で紙幣の記番号が「００３４」、「０２０９」、「
１３０９」、「００２０」という順番で登録されていたとした時には、スタッカ２１の繰
出機構に不具合がなければ、繰出時には「００２０」、「１３０９」、「０２０９」、「
００３４」というように収納時とは逆の順番に記番号が登録されることになる。そして、
仮に繰出機構に不具合が発生して繰出時の記番号が「００２０」、「不明」、「００３４
」と登録されていた場合には、収納時の記番号と比較して記番号「１３０９」及び「０２
０９」を持つ紙幣が欠落しているので、これら２つの記番号を持つ紙幣が重なって「不明
」と識別されていたと特定することができ、「１３０９」及び「０２０９」の記番号を持
つ紙幣２枚が集積部３１に収納されたものと見做すことができる。
【００８１】
　次に、出金時における紙幣の流れについて説明する。図５は、出金時における紙幣の流
れを説明するための説明図である。図５に示すように、出金時には、＄１紙幣～＄１００
紙幣までのいずれの金種の紙幣を出金する場合でも、スタッカ２１から搬送部１６に紙幣
が繰り出され、該繰出された紙幣が搬送部１６によって識別部１２に搬送される。
【００８２】
　このとき、出金適正紙幣として識別された場合には、搬送部１６により紙幣が出金口１
３に搬送される一方で、出金不適正紙幣（出金Ｒｊ紙幣）として識別された場合には、搬
送部１６により紙幣がＲｊ一時保留部１５に搬送される。なお、Ｒｊ一時保留部１５に一
時保留された出金Ｒｊ紙幣については、上記の入金返却で説明した戻し搬送または集積部
３１への搬送が行われることになる。
【００８３】
　次に、入金口補充時における紙幣の流れについて説明する。入金口補充とは、入金口１
１から紙幣を投入してスタッカ２１Ａ～２１Ｆに出金用紙幣を補充することを指す。
【００８４】
　入金補充時には、入金口１１で繰り込んで受け入れた補充用の紙幣を搬送部１６により
識別部１２を通過させて紙幣を識別させる。このとき、識別結果に応じて搬送先が決定さ
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れる。
【００８５】
　例えば、識別結果が＄１紙幣であった場合にはスタッカ２１Ａに搬送され、識別結果が
＄５紙幣であった場合にはスタッカ２１Ｂに搬送されるというように、＄１０紙幣、＄２
０紙幣、＄５０紙幣、＄１００紙幣の場合も同様にして搬送される。一方、識別結果が入
金Ｒｊ紙幣であった場合には、いずれのスタッカ２１にも収納させずに搬送部１６により
入金Ｒｊ口１４から排出させる。なお、補充用の紙幣が入金適正紙幣であると識別された
場合でも、その識別金種に対応するスタッカ２１がニアフル状態またはフル状態である場
合には、搬送部１６により出金口１３から返却させる。
【００８６】
　次に、カセット補充時における紙幣の流れについて説明する。カセット補充とは、紙幣
を収納した状態で精査カセット２１Ｇを収納繰出部２０に装着してスタッカ２１Ａ～２１
Ｆに出金用の紙幣を補充することを指す。
【００８７】
　カセット補充時には、精査カセット２１Ｇから搬送部１６に紙幣が繰り出され、該繰出
された紙幣が搬送部１６によって識別部１２に搬送される。このとき、識別結果に応じて
搬送先が決定される。
【００８８】
　例えば、識別結果が＄１紙幣であった場合にはスタッカ２１Ａに搬送され、識別結果が
＄５紙幣であった場合にはスタッカ２１Ｂに搬送されるというように、＄１０紙幣、＄２
０紙幣、＄５０紙幣、＄１００紙幣の場合も同様にして搬送される。一方、識別結果が入
金Ｒｊ紙幣であった場合には、いずれのスタッカ２１にも収納させずに搬送部１６により
入金Ｒｊ口１４から排出させる。なお、補充用の紙幣が入金適正紙幣であると識別された
場合でも、その識別金種に対応するスタッカ２１がニアフル状態またはフル状態である場
合には、搬送部１６により出金口１３から返却させる。または、Ｒｊ一時保留部１５へ搬
送して保留した後、精査カセット２１Ｇへ搬送して収納しても良い。
【００８９】
　次に、引渡時における紙幣の流れについて説明する。図６は、引渡時における紙幣の流
れを説明するための説明図である。引渡とは、スタッカ２１に収納された紙幣を集積部３
１に引き渡すことを指す。
【００９０】
　図６に示すように、引渡時には、＄１紙幣、＄５紙幣、＄１０紙幣及び＄２０紙幣など
の低額紙幣を収納するスタッカ２１Ａ～２１Ｄと、＄５０紙幣及び＄１００紙幣などの高
額紙幣を収納するスタッカ２１Ｅ及び２１Ｆとの間で、集積部３１に搬送するまでに精査
カセット２１Ｇを経由させるか否かが異なる。
【００９１】
　なお、この違いは、紙幣処理装置１のスタッカ２１のレイアウトによるものであり、低
額紙幣または高額紙幣であるかによって引渡経路を異にするものではない。すなわち、図
１に示す紙幣処理装置１では、高額紙幣ほど出金用紙幣として用いる機会が少なく、スタ
ッカ２１に常備すべき枚数も少なくなることから、紙幣が高額になるにつれてスタッカの
容量を小さくしたレイアウトを採用している。
【００９２】
　そして、スタッカ２１Ｅ及び２１Ｆから引渡しを行う場合に精査カセット２１Ｇを経由
させるのは、スタッカ２１Ｅ及び２１Ｆから識別部１２まで紙幣を搬送する経路と、識別
部１２による識別後に紙幣を収納部３０まで搬送する経路とが重複するというレイアウト
上の理由によるものであり、たとえば入出金部１０と隣接するようにスタッカ２１Ｅ及び
２１Ｆを設けることにより、レイアウト上の制約をなくして経路重複がないように構成す
ることもできる。
【００９３】
　スタッカ２１Ａ～２１Ｄの紙幣を引き渡す場合には、図６（ａ）に示すように、スタッ
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カ２１Ａ～２１Ｄのいずれかのスタッカ２１から搬送部１６に紙幣が繰り出され、該繰出
された紙幣が搬送部１６によって識別部１２に搬送される。
【００９４】
　このとき、出金適正紙幣として識別された場合には、搬送部１６により紙幣が集積部３
１に搬送される一方で、出金不適正紙幣（出金Ｒｊ紙幣）として識別された場合には、搬
送部１６により紙幣がＲｊ一時保留部１５に搬送される。なお、Ｒｊ一時保留部１５に一
時保留された出金Ｒｊ紙幣については、上記の入金返却で説明した戻し搬送または集積部
３１への搬送が行われることになる。
【００９５】
　また、スタッカ２１Ｅ及び２１Ｆの紙幣を引き渡す場合には、図６（ｂ）に示すように
、スタッカ２１Ｅまたは２１Ｆから搬送部１６に紙幣が繰り出され、該繰出された紙幣が
搬送部１６によって精査カセット２１Ｇに搬送される。その後に、精査カセット２１Ｇか
ら搬送部１６に紙幣が繰り出され、該繰出された紙幣が搬送部１６によって識別部１２に
搬送される。
【００９６】
　このとき、出金適正紙幣として識別された場合には、搬送部１６により紙幣が集積部３
１に搬送される一方で、出金不適正紙幣（出金Ｒｊ紙幣）として識別された場合には、搬
送部１６により紙幣がＲｊ一時保留部１５に搬送される。なお、Ｒｊ一時保留部１５に一
時保留された出金Ｒｊ紙幣については、上記の入金返却で説明した戻し搬送または集積部
３１への搬送が行われることになる。この場合には、Ｒｊ一時保留部１５に保留するため
に搬送される紙幣の経路と、精査カセット２１Ｇから識別部１２に搬送する紙幣の経路と
が重複することとなるので、出金Ｒｊ紙幣発生時には、精査カセット２１Ｇからの紙幣の
繰出しを一時停止して戻し搬送または集積部３１への搬送を行う。
【００９７】
　次に、精査往路時における紙幣の流れについて説明する。精査とは、紙幣ジャム（紙幣
詰り）などが原因でスタッカ２１の収納枚数（後述する収納繰出部在高）が不確定になっ
た場合に各スタッカ２１の収納枚数を精査することを指し、金種（スタッカ）ごとに精査
を行う。なお、精査には、スタッカ２１内の紙幣が精査カセット２１Ｇまで搬送される往
路と、精査カセット２１Ｇ内に搬送された紙幣がスタッカ２１内に搬送される復路とが存
在し、ここではその往路について説明する。
【００９８】
　例えば、低額紙幣のスタッカから昇順に精査が行われるとした時には、スタッカ２１Ａ
から搬送部１６に紙幣が繰り出され、該繰出された紙幣が搬送部１６によって識別部１２
に搬送される。このとき、＄１紙幣であるとの識別結果が得られた場合には、搬送部１６
により紙幣が精査カセット２１Ｇに搬送する一方で、出金不適正紙幣（出金Ｒｊ紙幣）と
して識別された場合には、搬送部１６により紙幣がＲｊ一時保留部１５に搬送される。な
お、Ｒｊ一時保留部１５に一時保留された出金Ｒｊ紙幣については、上記の入金返却で説
明した戻し搬送または集積部３１への搬送が行われることになる。
【００９９】
　このようにして、スタッカ２１Ａに収納紙幣がなくなるまでスタッカ２１Ａ、搬送部１
６、識別部１２の順番で紙幣を搬送してその紙幣の識別を行う。
【０１００】
　続いて、精査復路時における紙幣の流れについて説明する。図７は、精査復路時におけ
る紙幣の流れを説明するための説明図である。例えば、スタッカ２１Ａから精査カセット
２１Ｇ内に搬送された紙幣がスタッカ２１Ａ内に再び搬送される復路を例に挙げると、精
査カセット２１Ｇから搬送部１６に紙幣が繰り出され、該繰出された紙幣が搬送部１６に
よって識別部１２に搬送される。
【０１０１】
　このとき、往路で＄１紙幣であると識別されたように、復路でも＄１紙幣であると再び
識別された場合には、当該＄１紙幣が搬送部１６によってスタッカ２１Ａに搬送される一
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方で、出金不適正紙幣（出金Ｒｊ紙幣）として識別された場合には、搬送部１６により紙
幣がＲｊ一時保留部１５に搬送される。なお、Ｒｊ一時保留部１５に一時保留された出金
Ｒｊ紙幣については、上記の入金返却で説明した戻し搬送または集積部３１への搬送が行
われることになる。
【０１０２】
　このようにして、精査カセット２１Ｇ内に収納された＄１紙幣がなくなるまで同様の動
作を繰り返し行い、精査カセット２１Ｇ内に＄１紙幣がなくなった時点でスタッカ２１Ａ
の精査が完了したことになる。そして、スタッカ２１Ａに収納された紙幣の精査が往路お
よび復路について完了した場合には、スタッカ２１Ｂについて往路および復路の精査を開
始し、最終的には、スタッカ２１Ｆの精査が終了するまで繰り返し行う。
【０１０３】
　このように、スタッカ２１から精査カセット２１Ｇに搬送する往路において識別部１２
でスタッカ２１の金種と合致するか否かを識別させ、精査カセット２１Ｇからスタッカ２
１に搬送する復路において識別部１２でスタッカ２１の金種と合致するか否かを再度識別
させることにより、紙幣ジャム（紙幣詰り）などが原因でスタッカ２１の収納枚数が不確
定になった場合でも正確な収納枚数を再特定することができる。
【０１０４】
　なお、本実施例では、往路および復路の両方で識別を行うこととしたが、往路および復
路で行われる識別処理のうち一方の識別処理を省くことも可能である。また、本実施例で
は、全スタッカ２１の精査を行う例を説明したが、紙幣ジャムの発生時等で在高が不確定
となったスタッカ２１だけを対象に精査を行うこともできる。また、指定したスタッカ２
１のみを精査することもできる。
【０１０５】
　次に、整理計数時における紙幣の流れについて説明する。整理計数とは、店舗オペレー
タが持つ手許金等の金額または金種別の枚数を整理するために計数することを指し、たと
えば複数の金種が混在した紙幣の中から指定金種の紙幣を指定枚数抽出する整理を行う。
【０１０６】
　例えば、複数の金種が混在する紙幣１００枚の中から＄１０紙幣を３０枚抽出する整理
を行うとした時には、入金口１１に載置された金種混在の紙幣を順次繰り込み、入金口１
１から受け入れた紙幣を搬送部１６により識別部１２を通過させて紙幣を識別させる。
【０１０７】
　このとき、識別部１２により＄１０紙幣以外の紙幣であると識別された場合、たとえば
他の金種の紙幣であったり、リジェクト紙幣などの整理対象外の紙幣である場合などには
、搬送部１６により整理対象外の紙幣が入金Ｒｊ口１４に搬送される。
【０１０８】
　一方、識別部１２により＄１０紙幣と識別された場合、すなわち整理対象の紙幣である
場合には、搬送部１６により＄１０紙幣が出金口１３に搬送される。ここで、識別部１２
で整理対象の＄１０紙幣を識別した枚数が整理枚数３０枚に到達した場合には、出金口１
３から投出された３０枚の＄１０紙幣が取り除かれたことを検知した後に、＄１０紙幣を
出金口１３に再び搬送する。つまり、入金口１１に載置された紙幣がなくなるまで、＄１
０紙幣を３０枚ずつ出金口１３に搬送する処理を繰り返し行う。
【０１０９】
　このようにして、入金口１１から金種が混在した紙幣を受け入れ、出金口１３から整理
対象である＄１０紙幣を整理枚数３０枚投出する一方で、整理対象外の紙幣を入金Ｒｊ口
１４から投出する。
【０１１０】
　ここでは、整理対象の紙幣を出金口１３に搬送し、整理対象外の紙幣を入金Ｒｊ口１４
に搬送することとしたが、整理対象外の紙幣を出金口１３に搬送し、整理対象の紙幣を入
金Ｒｊ口１４に搬送することとしてもかまわない。
【０１１１】
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　また、出金口１３に容量以上の紙幣が投出された場合には、出金口１３に排出した紙幣
の抜き取りを検知するまで入金口１１における投入紙幣の繰込みを一時中断してもよいし
、出金口１３の代わりに入金Ｒｊ口１４から紙幣を投出させることとしてもよい。
【０１１２】
　さらに整理計数時、出金口１３、入金Ｒｊ口１４を整理対象紙幣の投出として使い、整
理対象以外の紙幣をＲＪ一時保留部１５、精査カセット２１Ｇに搬送してもよい。またこ
の時、出金口１３、入金Ｒｊ口１４には単一金種の紙幣を搬送してもよいし、複数金種の
紙幣を搬送してもよい。
【０１１３】
　ここでは各金種の紙幣を整理する例を記載したが、整理方法は紙幣の金種に限らず、券
種、正損、表裏、高額紙幣／低額紙幣、新紙幣／旧紙幣、自国紙幣／他国紙幣、特定紙幣
／それ以外の紙幣、正常な紙幣／それ以外の紙幣（偽紙幣、疑わしい紙幣を含む）など、
それぞれの種類ごとに整理計数することができる。
【０１１４】
　次に、入金兼出金時における紙幣の流れについて説明する。入金兼出金とは、後述する
「第１の釣銭作成処理」に相当し（図１７参照）、たとえば、売上金の入金等を受け付け
た際に、釣銭準備金として出金すべき金種別の枚数のうち売上金として入金された紙幣で
賄える分はスタッカ２１に収納させずにそのまま出金させることを指す。
【０１１５】
　入金口１１で繰り込んで受け入れた紙幣を搬送部１６により識別部１２を通過させて紙
幣を識別させる。そして、識別金種の出金枚数が釣銭準備金を構成する出金内訳の該当金
種の設定枚数未満である場合には、当該紙幣を出金口１３にそのまま出金させる一方で、
識別金種の出金枚数が設定枚数まで投出されている場合には、識別金種に対応するスタッ
カ２１に搬送する。
【０１１６】
　なお、出金口１３に容量以上の紙幣が投出された場合には、出金口１３に排出した紙幣
の抜き取りを検知するまで入金口１１における売上金の繰込みを一時中断してもよいし、
出金口１３の代わりに入金Ｒｊ口１４から釣銭準備金を投出させることとしてもよい。
【０１１７】
　次に、ＡＴＭｆｉｔ出金時における紙幣の流れについて説明する。このＡＴＭｆｉｔ出
金とは、店内のＡＴＭで使用するために状態の良い紙幣（ＡＴＭｆｉｔ券）を出金するこ
とを指す。すなわち、ＡＴＭは、紙幣ジャム等の各種トラブルが起こることなく、無人で
稼働することが期待されていることから、正券である紙幣の中でも状態の良い紙幣を用い
たいというニーズが高い。
【０１１８】
　ＡＴＭｆｉｔ出金時には、スタッカ２１から搬送部１６に紙幣が繰り出され、該繰出さ
れた紙幣が搬送部１６によって識別部１２に搬送される。
【０１１９】
　このとき、正券と識別された紙幣であり、かつ汚損やしわ等の品質項目によって設定さ
れた品質レベルが規定した状態よりも良いと識別された紙幣だけが出金口１３に搬送され
る一方で、正券であっても品質レベルが規定した状態よりも良くなければ精査カセット２
１Ｇに搬送される。このうち、精査カセット２１Ｇに収納された紙幣は、ＡＴＭｆｉｔ券
出金後に識別部１２に順次繰出搬送され、識別部１２による識別金種に対応するスタッカ
２１に搬送される。
【０１２０】
　次に、連続取引出金時における紙幣の流れについて説明する。図８は、連続取引出金時
における紙幣の流れを説明するための説明図である。連続取引出金とは、後述する「第２
の出金処理」に相当し（図１８参照）、複数の出金取引の出金を連続して行う場合に、出
金取引ごとに搬送先とする出金口１３または入金Ｒｊ口１４を切り替えて紙幣を出金する
ことを指す。
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【０１２１】
　図８に示すように、連続取引出金時には、＄１紙幣～＄１００紙幣までのいずれの金種
の紙幣を出金する場合でも、スタッカ２１から搬送部１６に紙幣が繰り出され、該繰出さ
れた紙幣が搬送部１６によって識別部１２に搬送される。
【０１２２】
　このとき、出金適正紙幣として識別された場合には、搬送部１６により出金口１３また
は入金Ｒｊ口１４のうち当該出金取引にて搬送先として指定されている投出口に紙幣が搬
送される一方で、出金不適正紙幣（出金Ｒｊ紙幣）として識別された場合には、搬送部１
６により紙幣がＲｊ一時保留部１５に搬送される。なお、Ｒｊ一時保留部１５に一時保留
された出金Ｒｊ紙幣については、上記の入金返却で説明した戻し搬送または集積部３１へ
の搬送が行われることになる。
【０１２３】
　次に、本実施例に係る紙幣処理装置の機能構成について説明する。図９は、本実施例に
係る紙幣処理装置の機能構成を示すブロック図である。図９に示すように、紙幣処理装置
１は、操作ターミナル１１０と、記憶部１２０と、制御部１３０とを有する。
【０１２４】
　操作ターミナル１１０は、店舗オペレータや店舗マネージャなどの店舗関係者に操作さ
れることを基本とするが、収納繰出部２０または収納部３０の金庫を解錠する場合など特
定の用途に限っては、銀行関係者や警備関係者に操作させることもできる。
【０１２５】
　この操作ターミナル１１０は、図１０に示すように、指示受付部１１１と、表示部１１
２と、カード読取部１１３と、印字部１１４と、報知部１１５とを有する。
【０１２６】
　指示受付部１１１は、指示入力を受け付ける操作キー群であり、例えば、入金取引また
は出金取引の内容を入力または選択する操作、入金確定の承認または拒否を選択する操作
、出金金額を入力または選択する操作、１取引または連続取引で搬送先切替機能の使用を
選択する操作や売上金から釣銭準備金を作成する機能の使用を選択する操作などを受け付
けたりする。
【０１２７】
　表示部１１２は、所定の情報を表示する表示デバイスであり、例えば、入金処理時には
入金金額及びその金種内訳を確認表示したり、出金処理時には出金口１３及び／又は入金
Ｒｊ口１４で投出される紙幣に関する情報及び出金取引に関する情報を表示したりする。
なお、図１０では、指示受付部１１１及び表示部１１２を個別に構成することとしたが、
これら両者を一体として表示・入力部として構成することもできる。
【０１２８】
　カード読取部１１３は、カードに記録された情報を読み取るカードリーダであり、店舗
関係者が入出金処理を行うための前処理として、店舗関係者に予め付与されたカードから
ＩＤやパスワードなどの認証情報を読み取ったり、また、メンテ員または警備員が収納繰
出部２０または収納部３０の金庫を解錠するための前処理として、メンテ員または警備員
に予め付与されたカードから認証情報を読み取ったりする。なお、店舗関係者、銀行関係
者または警備関係者の本人確認を行うための認証は、必ずしもカード認証を行う必要はな
く、指示受付部１１１を介してパスワード認証を行わせることとしてもよい。また、顔や
指紋などの生体情報を用いた認証でもよい。
【０１２９】
　印字部１１４は、プリンタなどの印刷装置であり、例えば、釣銭準備金を作成した際に
は、釣銭準備金の金額または金種別の枚数などを釣銭作成レシートとして印字出力する。
なお、入金、出金、引渡や回収の時にも、取り扱った金額や金種別の枚数、取引日時、操
作者ＩＤなどの各種項目に関する情報をレシートとして印字することができる。
【０１３０】
　報知部１１５は、音声または光を出力するスピーカまたはランプであり、例えば、紙幣
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ジャムが発生した場合に、音声メッセージや警告音を音声出力したり、ランプを点滅させ
たりする。
【０１３１】
　記憶部１２０は、制御部１３０による各種処理に必要なデータおよびプログラムを記憶
する不揮発性メモリ等の記憶デバイスであり、各スタッカ２１内における収納時の記番号
や釣銭作成レシートの印字フォーマットのなどの他、例えば、入出金情報１２０ａと、釣
銭情報１２０ｂと、各種設定情報１２０ｃと、収納繰出部在高情報１２０ｄと、収納部在
高情報１２０ｅとを併せて記憶する。
【０１３２】
　入出金情報１２０ａは、入金処理および出金処理のログ情報であり、例えば、入金処理
の場合には、キャッシュレジスタのＩＤ、操作者のＩＤ、入金取引時刻、取引種別、入金
金額及びその金種内訳などの情報が入金処理後に登録され、また、出金処理（釣銭作成処
理を含む）の場合においても、キャッシュレジスタのＩＤ、操作者のＩＤ、出金取引時刻
、取引種別、出金金額及び出金内訳などの情報が出金処理後に登録される。
【０１３３】
　釣銭情報１２０ｂは、釣銭準備金として出金すべき金額および金種別の枚数を表す出金
内訳などの情報であり、例えば、紙幣処理装置１に通信接続される上位装置や指示受付部
１１１での操作入力により、店舗に存在するレジスタごとの釣銭準備金の出金内訳（例え
ば、＄１紙幣：４０枚、＄５紙幣：４０枚、＄１０紙幣：４０枚、＄２０紙幣：２０枚、
＄５０紙幣：１０枚などの内訳）が登録される。
【０１３４】
　各種設定情報１２０ｃは、紙幣処理装置１における各種の設定情報であり、例えば、紙
幣処理装置１に通信接続される上位装置や指示受付部１１１での操作入力により、スタッ
カ２１から集積部３１に紙幣を搬送する引渡制御を行う条件（例えば、収納枚数の上限値
や最適値の設定）などが設定登録される。また、出金紙幣の搬送先として出金口１３また
は入金Ｒｊ口１４のうちいずれを優先するかの設定なども登録される。
【０１３５】
　収納繰出部在高情報１２０ｄは、収納繰出部２０のスタッカ２１に収納される金額およ
び金種別の枚数である在高を表す情報である。なお、本例では、金種ごとにスタッカ２１
を割り当てているので、各スタッカ２１の紙幣の収納枚数が金種別の枚数と同義となる。
【０１３６】
　また、収納部在高情報１２０ｅは、収納部３０の集積部３１に収納される金額および金
種別の枚数である在高を表す情報である。
【０１３７】
　また、記憶部１２０は、入出金部１０、収納繰出部２０及び収納部３０の取扱権限に関
する情報を記憶する。具体的には、店舗オペレータ、店舗マネージャ、メンテ員および収
集特定者に予め付与されたＩＤやパスワード等の認証情報と、認証情報に付与された操作
権限及び開錠権限とを対応付けた取扱権限を記憶している。
【０１３８】
　操作権限は、操作者から受け付けた操作に対応する処理を実行する権限であり、たとえ
ば紙幣を受け入れる入金処理を行うことができる入金権限、紙幣を投出する出金処理を行
うことができる出金権限や収納繰出部２０から収納部３０に紙幣を引き渡す引渡処理を行
うことができる引渡権限の他、収納繰出部２０の在高を閲覧できる収納繰出部在高閲覧権
限や収納部３０の在高を閲覧できる収納部在高閲覧権限等が含まれる。
【０１３９】
　例えば、店舗オペレータ及び店舗マネージャは、店舗に所属する人物であるため、入金
権限や出金権限等が付与され、銀行のメンテ員は、銀行に所属する人物であり、収納部の
現金は銀行の所有物であるので、引渡権限をはじめ、収納繰出部および収納部の両方の在
高閲覧権限等が付与される。また、収集特定者は、警備会社に所属する人物であるため、
後述する開錠権限さえあればよく、必ずしも操作権限は必要ないが回収金額の確認のため
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、収納部在高閲覧権限だけは付与することとしてもよい。なお、各種の操作権限は、操作
ターミナル１１０または上位装置から任意に設定することができ、たとえば店舗オペレー
タと店舗マネージャ等の同一の当事者に所属するものについては、より上位の権限者に多
くの操作権限を付与することもできる。
【０１４０】
　そして、本実施例に係る紙幣処理装置１では、入金処理、出金処理、引渡処理、在高閲
覧処理を行うのに先立って、操作者の認証情報を操作ターミナル１１０を介して入力させ
、記憶部１２０に認証情報に対応付けて記憶された操作権限を確認する。
【０１４１】
　このとき、紙幣処理装置１では、入力を受け付けた認証情報に対応する操作権限に操作
者が要求する処理に対応する権限（入金権限、出金権限、引渡権限または閲覧権限）が付
与されているか否かを判定し、操作者が要求する処理に対応する権限が付与されていれば
処理の実行段階に移行する。具体的には、操作者の権限に対応する処理が表示部１１２に
表示され、処理が選択可能となる。
【０１４２】
　一方、入力された認証情報が記憶部１２０に登録されていない場合、或いは記憶部１２
０に認証情報が登録されていても操作者が要求する処理に対応する権限が付与されていな
い場合には処理を実行しない。なお、前者の場合には、３者の当事者のいずれにも該当し
ない可能性が高いので、第三者による不正操作として警報を発するようにしてもよい。
【０１４３】
　このように、入出金部１０、収納繰出部２０および／または収納部３０を操作する操作
者に付与された認証情報に対して操作権限を付与しておき、操作者が入力した認証情報に
対応する操作権限に操作者が要求する処理の操作権限が含まれているか否かを判定するの
で、操作者に操作権限が付与されている場合にだけ操作者が要求する処理を実行させるこ
とが可能である。
【０１４４】
　なお、本実施例では、入金権限と引渡権限とを排他的に付与する例を示したが、入金権
限及び引渡権限の両方の操作権限を同一人物に付与するように設定してもかまわず、入金
権限だけを有する者、引渡権限だけを有する者、入金権限及び引渡権限の両方を有する者
を任意に設定することができる。
【０１４５】
　また、開錠権限は、紙幣処理装置１の内部の開錠に関する権限であり、たとえば入出金
部１０の開錠権限、収納繰出部２０の開錠権限、収納部３０の開錠権限等が含まれる。
【０１４６】
　例えば、店舗オペレータ及び店舗マネージャには、入出金部１０の開錠権限が付与され
、銀行のメンテ員には、収納繰出部２０および収納部３０の両方の開錠権限が付与され、
また、収集特定者には、収納部３０の開錠権限が付与される。
【０１４７】
　そして、本実施例に係る紙幣処理装置１では、入出金部１０、収納繰出部２０または収
納部３０の開錠を行うのに先立って、操作者の認証情報を操作ターミナル１１０を介して
入力させ、記憶部１２０に認証情報に対応付けて記憶された開錠権限を確認する。
【０１４８】
　このとき、紙幣処理装置１では、入力を受け付けた認証情報に対応する開錠権限に操作
者が要求する部位（入出金部１０、収納繰出部２０または収納部３０）に対応する開錠権
限が付与されているか否かを判定し、操作者が要求する部位に対応する開錠権限が付与さ
れていれば当該部位の施錠（例えば、電子錠など）を開錠する。これによって、本実施例
では、操作者が開錠を要求する部位に開錠権限が付与されている場合にだけその部位の開
錠を実行することが可能である。
【０１４９】
　なお、本実施例では、錠を電子的に開錠する場合について説明したが、たとえば予め各
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部位に対応する鍵を付与しておき、鍵の操作による開錠等の機械的に行うようにしてもよ
いし、これら両方を併せて行うようにしてもかまわない。
【０１５０】
　また、本実施例では、入出金部１０の開錠権限と収納繰出部２０及び収納部３０の開錠
権限とを排他的に付与する例を示したが、入出金部１０、収納繰出部２０及び収納部３０
の開錠権限を同一人物に付与するように設定してもかまわず、入出金部１０の開錠権限だ
けを有する者、収納繰出部２０の開錠権限だけを有する者、３つの部位の開錠権限のうち
２つの開錠権限を有する者、３つの部位全ての開錠権限を有する者を任意に設定すること
ができる。
【０１５１】
　制御部１３０は、紙幣処理装置１を全体制御する制御部であり、入金制御部１３０ａと
、出金制御部１３０ｂと、引渡制御部１３０ｃと、収納繰出部在高更新部１３０ｄと、収
納部在高更新部１３０ｅとを有する。実際には、これらの機能部に対応するプログラムを
図示しないＲＯＭや不揮発性メモリに記憶しておき、これらのプログラムをＣＰＵにロー
ドして実行し、入金制御部１３０ａ、出金制御部１３０ｂ、引渡制御部１３０ｃ、収納繰
出部在高更新部１３０ｄ及び収納部在高更新部１３０ｅにそれぞれ対応するプロセスを実
行させることになる。
【０１５２】
　入金制御部１３０ａは、入金処理に関する制御を行う処理部である。詳細は図１１を用
いて後述するが、概要としては、入金処理を行う前処理として必要な操作、たとえば認証
情報の入力及び紙幣の投入操作を入金操作として受け付けた場合に、搬送部１６を制御し
て、装置内部に受け入れた受入紙幣を識別部１２に搬送させる。このとき、識別部１２に
よって受入紙幣が入金適正紙幣であると識別された場合には、搬送部１６に受入紙幣を識
別金種に対応するスタッカ２１へ搬送させるとともに紙幣の収納枚数を金種別に計数し、
受入紙幣が入金不適正紙幣であると識別された場合には、搬送部１６に受入紙幣を入金Ｒ
ｊ口１４に搬送させる。この一連の動作を入金口１１の投入紙幣がなくなるまで繰り返し
行い、投入紙幣がなくなった時点での金種別の収納枚数を入金金額及びその金種内訳とし
て操作ターミナル１１０に確認表示する。
【０１５３】
　出金制御部１３０ｂは、出金処理に関する制御を行う処理部である。詳細は図１２～図
１８を用いて後述するが、概要としては、出金紙幣を入金Ｒｊ口１４に搬送するように搬
送部１６を制御する搬送制御を行うことにより、出金口１３が紙幣ジャム等で出金不能と
なった場合でも、入金Ｒｊ口１４をバイパスとして機能させることとした。これによって
、出金処理の効率が低減することを防止することができる。
【０１５４】
　さらに、出金制御部１３０ｂでは、複数の出金取引の出金処理を行う場合に、出金取引
ごとに搬送先とする出金口１３または入金Ｒｊ口１４を切り替えて、スタッカ２１によっ
て繰り出された紙幣を搬送するように搬送部１６を制御することとした。
【０１５５】
　例えば、店舗にレジＮＯ．１からレジＮＯ．７までのキャッシュレジスタが存在する場
合には、店舗の営業終了後に翌営業日のレジスタ７つ分の釣銭準備金を作成する作業が締
上げ時に行われる。
【０１５６】
　かかる状況でレジＮＯ．１からレジＮＯ．７までのレジスタの釣銭準備金を出金口１３
に搬送した場合には、レジＮＯ．１の釣銭準備金の搬送が終了してもその釣銭準備金が出
金口１３から抜き取られるまでレジＮＯ．２の釣銭準備金の搬送を開始することができず
、レジＮＯ．１の釣銭準備金の抜取操作を待機する待機時間がロス時間となってしまう。
さらに、釣銭準備金の抜取操作が次の釣銭準備金の出金に影響する回数は６回となり、待
機時間が長くなるのは不可避である。
【０１５７】
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　一方、本実施例では、出金口１３に対するレジＮＯ．１の釣銭準備金の搬送が終了する
と即座に、レジＮＯ．２の釣銭準備金を入金Ｒｊ口１４に搬送するように搬送部１６を制
御するので、レジＮＯ．２の釣銭準備金の出金が終了するまでにレジＮＯ．１の釣銭準備
金の抜取操作を行えば待機時間をゼロにすることができる。さらに、たとえ待機時間がゼ
ロにならずとも釣銭準備金の抜取操作を行う回数が約半分となるので、抜取操作の待機時
間の絶対値を低減させることができる。
【０１５８】
　このように、本実施例では、出金紙幣の抜取操作を待機する待機時間を少なくとも半分
に、最大ではゼロに低減することができ、出金処理を飛躍的に効率化することができる。
【０１５９】
　引渡制御部１３０ｃは、所定の条件を満たした場合に、スタッカ２１に収納された紙幣
を集積部３１に引き渡すように搬送部１６を制御する処理部である。例えば、銀行が管理
するホストコンピュータ２００で引渡の指示入力が行われた場合、メンテ員などの銀行の
代理人が指示受付部１１１で指示入力を行った場合、或いはスタッカ２１の収納枚数が上
限値に達した場合に、指定金額分の紙幣をスタッカ２１から集積部３１に搬送させたり、
また、指定金種の指定枚数分の紙幣をスタッカ２１から集積部３１に搬送させたりする。
【０１６０】
　そして、引渡制御部１３０ｃは、各種設定情報１２０ｃとしてスタッカ２１の集積量や
時刻の設定値を記憶部１２０に登録しておけば、引渡制御を完全自動で行うこともできる
。例えば、スタッカ２１の集積量に関して条件を設定する場合には、各スタッカ２１に対
して収納枚数の上限値と最適値またはスタッカ２１全体の金額に対して上限金額と最適金
額を設定してもよいし、或いは、収納枚数に依らず実際の集積紙幣の嵩（本実施例の場合
にはステージの下向度合い）の上限値と最適値を設定してもよい。
【０１６１】
　前者によれば、銀行側が設定する金額以上の紙幣が収納繰出部２０で滞留し続けること
を防止することができ、また、後者によれば、収納紙幣にしわがあったり、また、収納紙
幣が湿気を含んでいたりすることが原因で、これらの異常がない状態での同一枚数の紙幣
と比較してかさばってしまう場合でも、かかる異常状態を検知して引き渡すことができる
。
【０１６２】
　収納繰出部在高更新部１３０ｄは、記憶部１２０に記憶された収納繰出部在高情報１２
０ｄを更新する処理部である。具体的には、入金制御部１３０ａによって入金処理が行わ
れた場合には、収納繰出部２０に収納される金額及び金種別の枚数それぞれに入金金額及
びその金種内訳を加算更新し、出金制御部１３０ｂによって出金処理が行われた場合には
、収納繰出部２０に収納される金額及び金種別の枚数それぞれから出金金額及び出金内訳
を減算更新し、また、引渡制御部１３０ｃによって引渡処理が行われた場合には、収納繰
出部２０に収納される金額及び金種別の枚数それぞれから引渡金額及びその金種内訳を減
算更新する。
【０１６３】
　収納部在高更新部１３０ｅは、記憶部１２０に記憶された収納部在高情報１２０ｅを更
新する処理部である。具体的には、引渡制御部１３０ｃによって引渡処理が行われた場合
には、収納部３０の在高に引渡金額及びその金種内訳を加算更新する。
【０１６４】
　続いて、本実施例に係る入金処理について説明する。図１１は、本実施例に係る入金処
理の手順を示すフローチャートである。
【０１６５】
　同図に示すように、入金処理を行う前処理として必要な操作、たとえば認証情報の入力
及び紙幣の投入操作を入金操作として受け付けると（ステップＳ１０１）、入金制御部１
３０ａは、搬送部１６を制御して、装置内部に受け入れた受入紙幣を識別部１２に搬送さ
せる（ステップＳ１０２）。
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【０１６６】
　このとき、識別部１２によって受入紙幣が入金適正紙幣であると識別された場合（ステ
ップＳ１０３のＹｅｓ）には、入金制御部１３０ａは、搬送部１６を制御して受入紙幣を
識別金種に対応するスタッカ２１へ搬送させるとともに紙幣の収納枚数を金種別に計数す
る（ステップＳ１０４及びステップＳ１０５）。
【０１６７】
　一方、識別部１２によって受入紙幣が入金不適正紙幣であると識別された場合（ステッ
プＳ１０３のＮｏ）には、入金制御部１３０ａは、搬送部１６に受入紙幣を入金Ｒｊ口１
４に搬送させる（ステップＳ１０６）。
【０１６８】
　そして、入金制御部１３０ａは、上記のステップＳ１０２～Ｓ１０６までの処理を入金
口１１の投入紙幣がなくなるまで（ステップＳ１０７のＮｏ）繰り返し行い、投入紙幣が
なくなった場合（ステップＳ１０７のＹｅｓ）に、その時点での金種別の収納枚数を入金
金額及びその金種内訳として操作ターミナル１１０に確認表示する（ステップＳ１０８）
。
【０１６９】
　このとき、操作ターミナル１１０を介して入金の確定入力（承認入力）を受け付けた場
合（ステップＳ１０９のＹｅｓ）には、収納繰出部在高更新部１３０ｄは、記憶部１２０
に収納繰出部在高情報１２０ｄとして記憶された収納繰出部２０に収納される金額及び金
種別の枚数それぞれに入金金額及びその金種内訳を加算更新し（ステップＳ１１０）、銀
行のホストコンピュータ２００に対して店舗の銀行口座の残高に入金金額を加算するオン
ライン入金処理を行うように依頼し（ステップＳ１１１）、処理を終了する。
【０１７０】
　一方、操作ターミナル１１０を介して入金の拒否入力を受け付けた場合（ステップＳ１
０９のＮｏ）には、入金制御部１３０ａは、入金金額の金種内訳に基づき、各スタッカ２
１から紙幣を出金口１３に搬送するように搬送部１６を制御する「入金返却」を行い（ス
テップＳ１１２）、処理を終了する。
【０１７１】
　このように、銀行が所有する収納繰出部２０の在高に入金金額およびその金種内訳を加
算更新するとともに、店舗の銀行口座の残高に入金金額を加算するオンライン入金処理を
ホストコンピュータ２００に依頼することとしたので、収納繰出部２０の在高を正確に管
理するとともに、銀行における預貯金管理も正確に行うことができる。
【０１７２】
　次に、本実施例に係る第１の出金処理（１取引）について説明する。図１２は、本実施
例に係る第１の出金処理の手順を示すフローチャートである。
【０１７３】
　図１２に示すように、出金処理を行う前処理として必要な操作、たとえば認証情報の入
力及び出金取引の内容（出金金額または出金内訳）の入力を入金操作として受け付けると
（ステップＳ２０１）、出金制御部１３０ｂは、入力を受け付けた出金内訳、もしくは出
金金額から所定の条件（例えば、出金枚数が最小枚数となる金種の組合せ）をもとに決定
される出金内訳から出金に使用するスタッカ２１を特定する（ステップＳ２０２）。なお
、出金取引の種別が釣銭準備金の作成である場合には、記憶部１２０に釣銭情報１２０ｂ
として記憶された釣銭準備金の出金内訳をロードすればよい。
【０１７４】
　そして、出金制御部１３０ｂは、出金口１３または入金Ｒｊ口１４のいずれか一方の投
出口に該投出口で投出させる金種種別（スタッカ）を割り当てる（ステップＳ２０３）。
例えば、記憶部１２０に各種設定情報１２０ｃとして記憶された搬送先の優先設定がなさ
れている投出口に金種種別を優先的に割り当てる。
【０１７５】
　続いて、出金制御部１３０ｂは、割り当てたスタッカ２１から紙幣を順次繰出し（ステ
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ップＳ２０４）、搬送部１６によって繰出紙幣を識別部１２に搬送させる（ステップＳ２
０５）。
【０１７６】
　このとき、識別部１２によって出金適正紙幣と識別された場合（ステップＳ２０６のＹ
ｅｓ）に、出金制御部１３０ｂは、ステップＳ２０３で金種種別が既に割り当てられてい
る方の投出口に紙幣を搬送するように搬送部１６を制御し（ステップＳ２０７）、識別金
種に基づき金種別の出金枚数を計数する（ステップＳ２０８）。
【０１７７】
　一方、識別部１２によって出金不適正紙幣と識別された場合（ステップＳ２０６のＮｏ
）に、出金制御部１３０ｂは、搬送部１６によって出金Ｒｊ紙幣をＲｊ一時保留部１５に
搬送させる（ステップＳ２０９）。なお、Ｒｊ一時保留部１５の出金Ｒｊ紙幣は、入金返
却の紙幣の流れで説明した戻し搬送または集積部３１への搬送が行われることになる。
【０１７８】
　そして、出金制御部１３０ｂは、投出口に割り当てた金種種別の出金枚数が出金内訳の
該当金種の枚数になるまで（ステップＳ２１０のＮｏ）、上記のステップＳ２０４～ステ
ップＳ２０９までの処理を繰り返し行い、投出口に割り当てた金種種別の出金枚数が出金
内訳の該当金種の枚数になった場合（ステップＳ２１０のＹｅｓ）に、出金内訳を構成す
る全金種について出金したか否かを判定する（ステップＳ２１１）。
【０１７９】
　ここで、出金内訳を構成する全金種について未だ出金していない場合（ステップＳ２１
１のＮｏ）に、出金制御部１３０ｂは、上記のステップＳ２０３で金種種別を割り当てた
投出口とは別の投出口から異なる金種の紙幣を投出させるべく、ステップＳ２０４～ステ
ップＳ２１０までの処理を繰り返し行う。
【０１８０】
　そして、出金内訳を構成する全金種について出金した場合（ステップＳ２１１のＹｅｓ
）に、収納繰出部在高更新部１３０ｄは、記憶部１２０に収納繰出部在高情報１２０ｄと
して記憶された収納繰出部２０の在高から出金金額及び出金内訳（金種別の枚数）をそれ
ぞれ減算更新し（ステップＳ２１２）、銀行のホストコンピュータ２００に対して店舗の
銀行口座の残高から出金金額を減算更新するオンライン出金処理を行うように依頼し（ス
テップＳ２１３）、処理を終了する。
【０１８１】
　このように、本実施例では、１つの出金取引の出金処理を行う場合に、金種種別ごとに
搬送先とする出金口１３または入金Ｒｊ口１４を切り替えて、スタッカ２１によって繰り
出された紙幣を搬送するように搬送部１６を制御することとした。
【０１８２】
　これによって、たとえば紙幣金種ごとに搬送先とする出金口１３または入金Ｒｊ口１４
を切り替えた場合には、出金口１３及び入金Ｒｊ口１４それぞれに金種を区別して投出す
ることができ、出金紙幣として同一金種の紙幣が選り分けられた紙幣を得られる結果、出
金処理の選別に係る利便性を高めることができる。
【０１８３】
　また、ここでは、１つの出金取引の出金処理を行う場合に、金種種別ごとに搬送先とす
る出金口１３または入金Ｒｊ口１４を切り替えることを説明したが、金種種別だけでなく
、国種別、金種、正損、高額／低額、新旧などの券種、その他には表裏などにより搬送先
を切り替えることもできる。また、繰り出された紙幣をすべて出金口１３または入金Ｒｊ
口１４に搬送してもよい。さらに、一方が満杯になったとき、他方に搬送するようにして
もよい。このような搬送先の指定や切替えは、出金時のみならず入金返却等の返却時にも
同様に適用することができる。
【０１８４】
　さらに、本実施例では、搬送部１６への制御により、出金口１３および入金Ｒｊ口１４
に投出される紙幣に関する情報またはその出金取引に関する情報を操作ターミナル１１０
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に表示させることとしてもよい。
【０１８５】
　例えば、図１３に示す例では、釣銭準備金の作成に際して金種ごとに搬送先を出金口１
３または入金Ｒｊ口１４に切り替えて出金する場合の画面例を示している。この中で出金
口１３及び入金Ｒｊ口１４の両方から出金している現状に対し、両方の投出口から投出さ
れる紙幣が同一の出金取引であることを表示することにより、店舗オペレータが混乱する
ことを防止できる。さらに、釣銭準備金の総額のうち現状で出金が完了している金額や金
種別枚数（出金済み金額／出金済み枚数）または出金指定金額のうち出金されていない残
りの金額や金種別枚数（未出金金額／未出金枚数）を表示することで、出金取引の進捗を
正確に把握することができる。
【０１８６】
　次に、本実施例に係る第２の出金処理（連続取引）について説明する。図１４は、本実
施例に係る第２の出金処理の手順を示すフローチャートである。
【０１８７】
　同図に示すように、まず、出金制御部１３０ｂは、出金処理を行う前処理として必要な
操作、たとえば認証情報の入力及び連続出金取引の内容（出金金額または出金内訳）の入
力を出金操作として受け付ける（ステップＳ３０１）。例えば、連続出金取引の種別が釣
銭準備金の作成である場合には、記憶部１２０に釣銭情報１２０ｂとして記憶された釣銭
準備金の出金内訳をロードすればよい。
【０１８８】
　そして、出金制御部１３０ｂは、出金口１３または入金Ｒｊ口１４のいずれか一方の投
出口に該投出口で投出させる出金取引（レジＮＯ．ｍ１の釣銭準備金の作成）を割り当て
る（ステップＳ３０２）。例えば、記憶部１２０に各種設定情報１２０ｃとして記憶され
た搬送先の優先設定がなされている投出口に金種種別を優先的に割り当てる。
【０１８９】
　続いて、出金制御部１３０ｂは、割り当てた出金取引の出金内訳の金種ごとにスタッカ
２１から紙幣を順次繰出し（ステップＳ３０３）、搬送部１６によって繰出紙幣を識別部
１２に搬送させる（ステップＳ３０４）。
【０１９０】
　このとき、識別部１２によって出金適正紙幣と識別された場合（ステップＳ３０５のＹ
ｅｓ）に、出金制御部１３０ｂは、ステップＳ３０２で出金取引が既に割り当てられてい
る方の投出口に紙幣を搬送するように搬送部１６を制御し（ステップＳ３０６）、識別金
種に基づき金種別の出金枚数を計数する（ステップＳ３０７）。
【０１９１】
　一方、識別部１２によって出金不適正紙幣と識別された場合（ステップＳ３０５のＮｏ
）に、出金制御部１３０ｂは、搬送部１６によって出金Ｒｊ紙幣をＲｊ一時保留部１５に
搬送させる（ステップＳ３０８）。なお、Ｒｊ一時保留部１５の出金Ｒｊ紙幣は、上記の
入金返却で説明した戻し搬送または集積部３１への搬送が行われることになる。
【０１９２】
　そして、出金制御部１３０ｂは、当該出金取引の金種種別の出金枚数が出金内訳と等し
くなるまで（ステップＳ３０９のＮｏ）、上記のステップＳ３０３～ステップＳ３０８ま
での処理を繰り返し行う。
【０１９３】
　その後、出金取引の金種種別の出金枚数が出金内訳と等しくなった場合（ステップＳ３
０９のＹｅｓ）に、収納繰出部在高更新部１３０ｄは、記憶部１２０に収納繰出部在高情
報１２０ｄとして記憶された収納繰出部の在高から出金金額及び出金内訳（金種別の枚数
）をそれぞれ減算更新し（ステップＳ３１０）、銀行のホストコンピュータ２００に対し
て店舗の銀行口座の残高から出金金額を減算するオンライン出金処理を行うように依頼す
る（ステップＳ３１１）。
【０１９４】
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　ここで、全ての出金取引（全てのレジスタの釣銭準備金の作成）についてまだ出金して
いない場合（ステップＳ３１２のＮｏ）に、出金制御部１３０ｂは、直近に出金取引（レ
ジＮＯ．ｍ１の釣銭準備金の作成）を割り当てた投出口とは別の投出口に搬送先を切り替
えて未出金である残りの出金取引金種種別（レジＮＯ．ｍ２の釣銭準備金の作成）を割り
当てる（ステップＳ３１３）。
【０１９５】
　このとき、当該別の投出口に紙幣が集積していない場合（ステップＳ３１４のＹｅｓ）
に、出金制御部１３０ｂは、出金取引の出金内訳の金種ごとにスタッカ２１から紙幣を順
次繰出し（ステップＳ３０３）、上記のステップＳ３０４～ステップＳ３１１までの処理
を繰り返し行う。
【０１９６】
　そして、全ての出金取引（全てのレジスタの釣銭準備金の作成）について出金が終了し
た場合（ステップＳ３１２のＹｅｓ）に、出金制御部１３０ｂは、処理を終了する。
【０１９７】
　さらに、本実施例では、搬送部１６への制御により、出金口１３および入金Ｒｊ口１４
に投出される紙幣に関する情報またはその出金取引に関する情報を操作ターミナル１１０
に表示させることもできる。
【０１９８】
　例えば、図１５に示す例では、複数のレジスタの釣銭準備金の作成に際してレジスタご
とに搬送先を出金口１３または入金Ｒｊ口１４に切り替えて出金する場合の画面例を示し
ている。この中で出金口１３及び入金Ｒｊ口１４の両方から出金している現状に対し、両
方の投出口から投出される紙幣それぞれがいずれのレジスタの釣銭準備金を作成している
のかを表示することにより、店舗オペレータが混乱することを防止できる。さらに、出金
が終了したレジスタの履歴を表示することにより、全レジスタのうち現状で釣銭準備金の
出金が完了しているレジの個数（出金済みレジ数）または全レジスタのうち釣銭準備金が
出金されていない残りのレジの個数（未出金レジ数）などを表示することができ、出金取
引の進捗を正確に把握することができる。
【０１９９】
　また、上記の出金制御部１３０ｂでは、キャッシュレジスタＮｏごとに釣銭準備金を出
金する場合について説明したが、キャッシュレジスタの操作者Ｎｏ（以下、キャッシャＮ
ｏと記載）ごとに釣銭情報を記憶部１２０に登録しておけば、キャッシャごとに釣銭準備
金を出金することもできる。
【０２００】
　さらに、ここでは、釣銭準備金を自動的に出金する場合について説明したが、本発明は
これに限定されるものではなく、操作ターミナル１１０の指示受付部１１１または紙幣処
理装置１にネットワーク等で接続されたサーバ（上位装置）の入力部から、キャッシュレ
ジスタＮｏまたはキャッシャＮｏを受け付けた場合に、釣銭準備金の出金処理を起動する
こともできる。
【０２０１】
　すなわち、出金制御部１３０ｂでは、操作ターミナル１１０の指示受付部１１１または
上位装置の入力部からキャッシュレジスタＮｏまたはキャッシャＮｏを受け付けた場合に
、キャッシュレジスタＮｏまたはキャッシャＮｏごとに釣銭準備金を出金することもでき
る。
【０２０２】
　このとき、出金制御部１３０ｂは、操作ターミナル１１０の指示受付部１１１等を介し
て入力されるキャッシュレジスタＮｏまたはキャッシャＮｏと、紙幣処理装置１の記憶部
１２０または上位装置に登録されている開設情報に含まれるキャッシュレジスタＮｏまた
はキャッシャＮｏとを照合し、開設情報と一致するキャッシュレジスタＮｏまたはキャッ
シャＮｏが登録されている場合に、当該キャッシュレジスタＮｏまたはキャッシャＮｏに
対応する釣銭準備金を出金するようにしてもかまわない。
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【０２０３】
　この開設情報とは、営業日または営業日種別ごとにその営業日に稼働させるキャッシュ
レジスタＮｏまたはキャッシャＮｏを対応付けられたデータであり、たとえば五十日や土
日祝日等の繁忙期とその他の閑散期との間で、１営業日で稼働させるキャッシュレジスタ
またはキャッシャの数量、稼働させるキャッシュレジスタの場所、勤務させるキャッシャ
が区別して登録される。
【０２０４】
　また、本実施例では、出金紙幣の搬送先である出金口１３または入金Ｒｊ口１４を金種
やキャッシュレジスタＮｏごとに切り替えて出金する場合について説明したが、出金口１
３または入金Ｒｊ口１４のうち一方の投出口だけで出金紙幣を投出することを基本とし、
所定の条件を満たした場合にだけ、他方の投出口に出金先を自動的または指定受付後に切
り替えて出金させることもできる。なお、以下では、出金紙幣の基本出金先として出金口
１３が設定されているものとして説明を行う。
【０２０５】
　例えば、かかる所定の条件として、基本出金先である出金口１３で出金紙幣が満杯状態
、すなわちフル状態またはニアフル状態になったという条件を満たす場合には、出金口１
３が出金紙幣の基本出金先として設定されていたとしても、操作ターミナル１１０の指示
受付部１１１を介して入金Ｒｊ口１４を臨時出金先に指定する操作を受け付けたならば、
出金紙幣を入金Ｒｊ口１４に搬送して出金させる。なお、この場合には、出金口１３の紙
幣が満杯状態であるか否かを検知するフォトセンサ等の満杯検知手段を出金口１３に設け
る必要がある。
【０２０６】
　これによって、基本出金先として設定された一方の投出口（出金口１３）からだけでは
１度に出金しきれない枚数の紙幣を他方の臨時出金先の投出口（入金Ｒｊ口１４）に迂回
して１度に出金させることができ、出金効率を向上させることが可能になる。
【０２０７】
　また、かかる所定の条件として、基本出金先である出金口１３に出金紙幣を搬送不能な
搬送異常を検知したという条件、かつ入金Ｒｊ口１４に紙幣が存在しないという条件を満
たした場合には、操作ターミナル１１０の指示受付部１１１を介して入金Ｒｊ口１４を臨
時出金先に指定する操作を受け付けたならば、出金紙幣を入金Ｒｊ口１４に搬送して出金
させる。なお、この場合には、入金Ｒｊ口１４に紙幣が存在するか否かの紙幣有無を検知
する有無検知手段を入金Ｒｊ口１４に設ける必要がる。
【０２０８】
　これによって、基本出金先として設定された一方の投出口（出金口１３）に出金紙幣を
搬送できない搬送異常が搬送部１６で検知された場合でも、他方の投出口（入金Ｒｊ口１
４）を臨時出金先として出金紙幣を搬送させることができ、出金効率を向上させることが
可能になる。
【０２０９】
　なお、ここでは、出金口１３を基本出金先とし、入金Ｒｊ口１４を臨時出金先とする場
合について説明したが、出金口１３を臨時出金先とし、入金Ｒｊ口１４を基本出金先とす
る場合についても、同様の構成を採用して同様の効果を得ることができるのは言うまでも
ない。
【０２１０】
　なお、本実施例では、釣り銭準備金の出金を行う場合を例示しているが、本発明はこれ
に限定されるものではなく、ＡＴＭなど他の機械へ装填する紙幣の出金、両替時の出金な
どの他の出金取引についても本発明を同様に適用することができる。
【０２１１】
　次に、本実施例に係る入金兼出金処理について説明する。図１６は、本実施例に係る入
金兼出金処理の手順を示すフローチャートである。
【０２１２】
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　図１６に示すように、入金兼出金処理を行う前処理として必要な操作、たとえば認証情
報の入力、レジスタ番号の入力及び売上金の紙幣の投入操作を入金兼出金操作として受け
付けると（ステップＳ４０１）、入金制御部１３０ａは、記憶部１２０に釣銭情報１２０
ｂとして記憶された釣銭準備金の出金内訳を読み出す（ステップＳ４０２）。
【０２１３】
　入金制御部１３０ａは、出金口１３及び入金Ｒｊ口１４の両方の投出口に該投出口で投
出させる金種種別を割り当て（ステップＳ４０３）、釣銭準備金として出金すべき金種別
の枚数のうち売上金として入金された紙幣で再利用できる分はスタッカ２１に収納させず
にそのまま出金させる「第１の釣銭作成処理」を行う（ステップＳ４０４）。
【０２１４】
　ここで、本実施例に係る第１の釣銭作成処理について説明する。図１７は、本実施例に
係る第１の釣銭作成処理の手順を示すフローチャートである。
【０２１５】
　図１７に示すように、入金制御部１３０ａは、搬送部１６を制御して、装置内部に受け
入れた受入紙幣を識別部１２に搬送させる（ステップＳ５０１）。
【０２１６】
　ここで、識別金種の出金枚数が出金内訳の該当金種の設定枚数未満である場合（ステッ
プＳ５０２のＹｅｓ）には、入金制御部１３０ａは、識別金種に割り当てられている投出
口に紙幣を搬送するように搬送部１６を制御し（ステップＳ５０３）、当該識別金種の出
金枚数および収納枚数をカウントアップする（ステップＳ５０４）。なお、ここで、収納
枚数をカウントアップするのは、スタッカ２１に売上金が収納されたものとみなすためで
ある。
【０２１７】
　一方、識別金種の出金枚数が出金内訳の該当金種の設定枚数まで投出されている場合（
ステップＳ５０２のＮｏ）には、入金制御部１３０ａは、搬送部１６に受入紙幣を識別金
種に対応するスタッカ２１へ搬送させるとともに紙幣の収納枚数を金種別に計数する（ス
テップＳ５０５及びステップＳ５０６）。
【０２１８】
　そして、入金制御部１３０ａは、上記のステップＳ５０１～ステップＳ５０６までの処
理を入金口１１の投入紙幣がなくなるまで（ステップＳ５０７のＮｏ）繰り返し行い、投
入紙幣がなくなった場合（ステップＳ５０７のＹｅｓ）に、図１６のステップＳ４０５に
移行する。
【０２１９】
　図１６の説明に戻り、入金制御部１３０ａは、「第１の釣銭作成処理」の終了後に、売
上金額（すなわち、ステップＳ５０４及びステップＳ５０６での金種別の収納枚数の計数
値）及びその中で釣銭準備金として出金した金額（すなわち、ステップＳ５０４の金種別
の出金枚数の計数値）を操作ターミナル１１０に確認表示する（ステップＳ４０５）。
【０２２０】
　そして、操作ターミナル１１０を介して入金の確定入力（承認入力）を受け付けた場合
（ステップＳ４０６のＹｅｓ）には、収納繰出部在高更新部１３０ｄは、記憶部１２０に
収納繰出部在高情報１２０ｄとして記憶された収納繰出部２０の在高に釣銭準備金として
再利用されずに入金された入金金額及びその金種内訳それぞれを加算更新し（ステップＳ
４０７）、銀行のホストコンピュータ２００に対して店舗の銀行口座の残高に入金金額を
加算するオンライン入金処理を行うように依頼する（ステップＳ４０８）。
【０２２１】
　続いて、出金制御部１３０ｂは、ステップＳ４０４で行われた第１の釣銭作成処理で出
金枚数が釣銭準備金の設定枚数に満たなかった不足分をスタッカ２１から出金することに
より充填する「第２の釣銭作成処理」を行う（ステップＳ４０９）。
【０２２２】
　ここで、本実施例に係る第２の釣銭作成処理について説明する。図１８は、本実施例に



(28) JP 2010-231784 A 2010.10.14

10

20

30

40

50

係る第２の釣銭作成処理の手順を示すフローチャートである。
【０２２３】
　図１８に示すように、出金制御部１３０ｂは、各金種の出金枚数が釣銭準備金の設定枚
数に不足する金種が存在するか否かを判定する（ステップＳ６０１）。
【０２２４】
　このとき、各金種の出金枚数が釣銭準備金の設定枚数に不足する金種が存在する場合（
ステップＳ６０１のＹｅｓ）に、出金制御部１３０ｂは、当該不足する金種の紙幣を収納
するスタッカ２１から紙幣を順次繰出し（ステップＳ６０２）、搬送部１６によって繰出
紙幣を識別部１２に搬送させる（ステップＳ６０３）。
【０２２５】
　このとき、識別部１２によって出金適正紙幣と識別された場合（ステップＳ６０４のＹ
ｅｓ）に、出金制御部１３０ｂは、識別金種に割り当てられている投出口に紙幣を搬送す
るように搬送部１６を制御し（ステップＳ６０５）、識別金種に基づき金種別の出金枚数
を計数する（ステップＳ６０６）。
【０２２６】
　一方、識別部１２によって出金不適正紙幣と識別された場合（ステップＳ６０４のＮｏ
）に、出金制御部１３０ｂは、搬送部１６によって出金Ｒｊ紙幣をＲｊ一時保留部１５に
搬送させる（ステップＳ６０７）。なお、Ｒｊ一時保留部１５の出金Ｒｊ紙幣は、上記の
入金返却で説明した戻し搬送または集積部３１への搬送が行われることになる。
【０２２７】
　そして、出金制御部１３０ｂは、上記のステップＳ６０２～ステップＳ６０７までの処
理を各金種の出金枚数が釣銭準備金の設定枚数になるまで（ステップＳ６０１のＹｅｓ）
繰り返し行い、各金種の出金枚数が釣銭準備金の設定枚数になった場合（ステップＳ６０
１のＮｏ）に処理を終了する。
【０２２８】
　図１６の説明に戻り、「第２の釣銭作成処理」の終了後に、収納繰出部在高更新部１３
０ｄは、記憶部１２０に収納繰出部在高情報１２０ｄとして記憶された収納繰出部２０の
在高から釣銭準備金額及び出金内訳（金種別の枚数）をそれぞれ減算更新し（ステップＳ
４１０）、銀行のホストコンピュータ２００に対して店舗の銀行口座の残高から出金金額
を減算するオンライン出金処理を行うように依頼し（ステップＳ４１１）、売上金額とそ
の金種内訳および釣銭準備金額とその出金内訳を釣銭作成レシートとして印字部１１４に
印字させ（ステップＳ４１２）、処理を終了する。
【０２２９】
　また、操作ターミナル１１０を介して入金の拒否入力を受け付けた場合（ステップＳ４
０６のＮｏ）には、入金制御部１３０ａは、売上金を入金する前の状態に戻すために、釣
銭準備金として第１の釣銭作成処理で出金した紙幣の金種別枚数のうち入金金額（売上金
）を構成する金種別枚数に満たない金種を対象にその不足枚数分の紙幣を該当金種のスタ
ッカ２１から出金口１３に搬送する（ステップＳ４１３）。
【０２３０】
　なお、図１６に示す例では、オンライン出金処理の依頼が完了した時に釣銭作成レシー
トを印字することとしたが、たとえば釣銭として出金された紙幣の抜取りを検知した時点
またはそれ以降のタイミングで釣銭作成レシートを印字することで、釣銭準備金にレシー
トを紐付けて印字することができ、印字したレシートが抜き取った釣銭準備金のものであ
ることを直観的に把握することが可能になる。
【０２３１】
　次に、本実施例に係る引渡処理について説明する。図１９は、本実施例に係る引渡処理
の手順を示すフローチャートである。
【０２３２】
　図１９に示すように、引渡制御部１３０ｃは、収納枚数が記憶部１２０に各種設定情報
１２０ｃとして記憶された上限値に達したスタッカ２１が存在するか否かを判定する（ス
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テップＳ７０１）。
【０２３３】
　このとき、上限値に達したスタッカ２１が存在する場合（ステップＳ７０１のＹｅｓ）
には、引渡制御部１３０ｃは、当該スタッカ２１内に最適値の収納枚数だけを残して最適
値からの超過分の紙幣を収納部３０の集積部３１に搬送する（ステップＳ７０２）。
【０２３４】
　そして、収納繰出部在高更新部１３０ｄは、記憶部１２０に収納繰出部在高情報１２０
ｄとして記憶された収納繰出部の在高から引渡金額及び出金内訳（金種別の枚数）をそれ
ぞれ減算更新する（ステップＳ７０３）。
【０２３５】
　一方、収納部在高更新部１３０ｅは、記憶部１２０に収納部在高情報１２０ｅとして記
憶された収納部３０の在高に引渡金額及びその金種内訳それぞれを加算更新し（ステップ
Ｓ７０４）、金融機関内での勘定科目「店舗用資金」の残高から引渡金額を減算するとと
もに引渡金額を勘定科目「通常資金」の残高に加算する勘定を行い（ステップＳ７０５）
、処理を終了する。
【０２３６】
　このように、入出金部１０、収納繰出部２０及び収納部３０の間で現金の移動があった
場合でも収納繰出部２０及び収納部３０の在高を正確に管理することができる。
【０２３７】
　上述してきたように、本実施例では、当該紙幣処理装置１を紙幣の入出金処理を行う入
出金部１０、紙幣を収納／繰出する収納繰出部２０および紙幣を収納する収納部３０に区
分けし、異なる３者の当事者が当該当事者に許容される部位だけを取扱可能なように入出
金部１０、収納繰出部２０および収納部３０を構成したので、３者以上の当事者が紙幣の
取り扱いに関与することが可能になる。
【０２３８】
　また、本実施例では、出金紙幣を入金Ｒｊ口１４に搬送するように搬送部１６を制御す
る搬送制御を行うように構成したので、出金口１３が紙幣ジャム等で出金不能となった場
合でも、入金Ｒｊ口１４をバイパスとして機能させることができ、出金処理の効率が低減
することを防止することができる。
【０２３９】
　ところで、上記の実施例では、図２に示した取扱権限の区分けの中でも図２の（３）を
中心に説明したが、図２の（４）でも好適に適用することができる。ここでは、図２の（
３）と図２の（４）の違いについて述べる。
【０２４０】
　すなわち、図２の（４）の場合には、入出金部１０及び収納繰出部２０の両方が店舗側
の取扱権限となるので、収納繰出部２０から収納部３０に現金移動がなされて初めてオン
ライン入金が行われる点が異なる。
【０２４１】
　また、図２の（３）の場合には、銀行側が引渡条件を設定する場合について説明したが
、図２の（４）の場合には、店舗側が収納繰出部２０を有するので、収納繰出部２０から
収納部３０へ引き渡す際の条件も店舗側によって主体的に決定される点も異なる。
【０２４２】
　例えば、店舗の営業終了後に店舗に残し置いておく残置高を設定しておき、この残置高
を超過する紙幣を収納部３０に引き渡す。この場合には、残置額は在高の推移をもとに算
出したり、予め一定額を決めておくことが望ましい。また、引渡金額をあらかじめ設定し
ておき、この引渡金額を収納部３０に引き渡す。この場合には、引渡金額として一定額を
設定しておいたり、売上金額をもとに算出したり、収納繰出部２０の在高から算出したり
することができる。また、引渡金額を任意に設定したり入力できる。
【０２４３】
　また、上記の実施例では、ＡＴＭｆｉｔ券を出金口１３または入金Ｒｊ口１４から出金
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することとしたが、必ずしもＡＴＭｆｉｔ券を出金口１３または入金Ｒｊ口１４から出金
する必要はなく、たとえばＡＴＭｆｉｔ券を精査カセット２１Ｇに集積しておき、ＡＴＭ
ｆｉｔ券として規定される品質レベルに満たない紙幣をＲｊ一時保留部１５に保留してお
き、ＡＴＭｆｉｔ出金後に各スタッカ２１に搬送するようにしてもかまわない。
【０２４４】
　また、上記の実施例では、入出金部１０を上部、収納繰出部２０を中間部、収納部３０
を下部に設ける場合（図２０の（ａ）参照）について説明したが本発明はこれに限定され
るものではなく、例えば、図２０の（ｂ）～（ｍ）に示すレイアウトを採用する場合にも
本発明を同様に適用することができる。
【０２４５】
　そして、上記の実施例では、図２１の（ａ）に示すように、収納繰出部２０からしか収
納部３０に現金を引き渡すことはできないが、図２０の（ｂ）～（ｆ）及び（ｈ）～（ｍ
）のレイアウトを採用した場合には、図２１の（ｂ）及び（ｄ）に示すように、入出金部
１０から収納部３０に現金を直接引き渡すことができる。
【０２４６】
　また、上記の実施例では、収納繰出部２０及び収納部３０に紙幣を収納させることとし
たが、入出金部１０に収納部を設けて紙幣を収納させるようにしてもよい。
【０２４７】
　さらに、上記の実施例では、収納繰出部２０の在高および収納部３０の在高を操作ター
ミナル１１０に表示することにより店舗、銀行や警備会社等の当事者に閲覧させる場合に
ついて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、外部装置からのアクセスに
より紙幣処理装置１を遠隔操作するようにしてもよい。
【０２４８】
　この外部装置から紙幣処理装置へのアクセス権限について具体的に説明する。図２２は
、外部装置に付与するアクセス権限の一例を示す図である。図２２に示すように、紙幣処
理装置１に接続される外部装置の一例としては、店舗の関係者である店舗オペレータや店
舗マネージャなどが扱う端末であって店舗内に配設される店舗内端末、店舗の関係者が扱
う端末であって店舗本部に配設される店舗本部端末、銀行の代理人として紙幣処理装置１
のメンテナンスを行うメンテ員、銀行の行員などの銀行関係者が扱う銀行端末、警備会社
の関係者が扱う警備会社端末などが存在する。
【０２４９】
　このように、外部装置には、異なる当事者に所属する端末が複数存在するが、入出金部
１０、収納繰出部２０または収納部３０のいずれの部位に関する処理を外部からのアクセ
スによって遠隔操作することを可能としたアクセス権限（例えば、収納繰出部２０または
収納部３０の在高を外部装置から閲覧する権限）の設定は、任意に設定することができる
。
【０２５０】
　図２２に示す例では、入出金部１０に関する操作権限及び開錠権限については、店舗本
部端末及び店舗内端末にアクセス権限が付与されており、収納繰出部２０に関する操作権
限及び開錠権限については、銀行端末にアクセス権限が付与されており、また、収納部３
０に関する操作権限及び開錠権限については、警備会社端末にアクセス権限が付与されて
いる。
【０２５１】
　また、上記の図２の（３）に示した当事者が紙幣処理装置１に関与する場合だけでなく
、その他の当事者が紙幣処理装置１に関与する場合、たとえば図２の（４）に示した当事
者が紙幣処理装置１に関与する場合にもアクセス権限を設定することができる。
【０２５２】
　図２３は、外部装置に付与するアクセス権限の一例を示す図である。同図に示すように
、外部装置の一例としては、店舗本部端末、店舗内端末、警備会社端末、銀行端末などが
存在する。各端末は、ＰＣや携帯端末、専用端末等であって、有線または無線のネットワ
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ークにより接続される。なお、ここに銀行端末を含めたのは、収納部３０に収納される紙
幣の所有権が銀行にあるからである。
【０２５３】
　図２３に示す例では、入出金部１０及び収納繰出部２０に関する操作権限と開錠権限に
ついては、店舗本部端末及び店舗内端末にアクセス権限が付与されており、また、収納部
３０に関する操作権限及び開錠権限については、警備会社端末及び銀行端末にアクセス権
限が付与されている。
【０２５４】
　そして、紙幣処理装置１では、外部装置に付与したアクセス権限を紙幣処理装置１の記
憶部１２０に記憶しておき、外部装置からのアクセスがアクセス権限を有する装置からの
ものであるか否かを判定し、その結果、外部装置がアクセス権限を有する装置であった場
合には、外部装置がアクセスを要求する処理がアクセス権限に含まれるか否かを判定する
。
【０２５５】
　このとき、外部装置からのアクセスがアクセス権限を有する装置からのアクセスであり
、かつ外部装置が要求する処理がアクセス権限に含まれる場合には、紙幣処理装置１は、
要求に応答した処理を実行する。
【０２５６】
　一方、外部装置からのアクセスがアクセス権限を有する装置からのアクセスではない場
合、外部装置がアクセス権限を有する装置である場合でも外部装置がアクセスを要求する
処理がアクセス権限に含まれない場合には、要求された処理を実行しない。
【０２５７】
　これによって、当事者に所属する外部装置にアクセス権限がある処理だけ外部アクセス
により遠隔操作することができる。
【０２５８】
　例えば、図２２の例で言えば、銀行端末から収納繰出部２０の在高の閲覧を要求するア
クセスがあった場合にだけ、収納繰出部２０の在高を銀行端末に送信したり、また、銀行
端末または警備会社端末から収納部３０の在高の閲覧を要求するアクセスがあった場合に
だけ、収納部３０の在高を銀行端末または警備会社端末に送信したりすることができる。
【０２５９】
　また、図２３の例で言えば、店舗本部端末または店舗内端末から収納繰出部２０の在高
の閲覧を要求するアクセスがあった場合にだけ、収納繰出部２０の在高を店舗本部端末ま
たは店舗内端末に送信したり、また、警備会社端末または銀行端末から収納部３０の在高
の閲覧を要求するアクセスがあった場合にだけ、収納部３０の在高を警備会社端末または
銀行端末に送信したりすることができる。
【０２６０】
　また、上記の実施例では、オンライン入金処理およびオンライン出金処理を各入出金処
理を行う時に行うこととしたが、一定期間内に行われた入出金を予め定めたタイミングで
１度にまとめて行うようにしてもよい。
【０２６１】
　例えば、記憶部１２０によって入出金情報１２０ａとして記憶された１日分の入出金取
引の入出金金額や金種別枚数に基づき、入金計および出金計として集計し、入金計をオン
ライン入金処理するとともに出金計をオンライン出金処理したり、また、入金計及び出金
計の差引集計額または差引集計額の金種別枚数をオンライン入金処理またはオンライン出
金処理するようにしてもよい。
【０２６２】
　また、本発明では、操作ターミナル１１０や外部装置から要求を受け付けたことを契機
にオンライン入金処理及び／又はオンライン出金処理を行うこともできる。例えば、前回
にオンライン入金処理及びオンライン出金処理を行った入出金以後で今回指示を受け付け
るまで記憶部１２０に入出金情報１２０ａとして蓄積記憶された入出金取引をまとめてオ
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ンライン入金処理及びオンライン出金処理を行うこともできる。
【０２６３】
　また、上記の実施例では、紙幣の表裏にこだわりなく入出金を行うこととしたが、本発
明では、入金時の紙幣の経路または出金時の紙幣の経路にＲｊ一時保留部１５や精査カセ
ット２１Ｇを含めることにより表裏反転させ、入金紙幣の表裏を揃えてスタッカ２１に収
納したり、出金紙幣の表裏を揃えて出金口１３または入金Ｒｊ口１４から出金させること
もできる。
【０２６４】
　例えば、スタッカ２１に表面を上にした状態で紙幣を収納する設定が行われていた場合
には、入金口１１で紙幣の表面が下にした状態で紙幣が内部に繰り込まれると識別部１２
で紙幣の表面が下であるという状態が識別されて一旦は識別金種のスタッカ２１に収納さ
れる。そして、スタッカ２１に収納した紙幣を繰り出し、Ｒｊ一時保留部１５に搬送して
保留した後に再度識別部１２を経由して該当スタッカ２１に収納することで、スタッカ２
１に収納される紙幣すべてを表面を上にした状態で収納することができる。
【０２６５】
　また、出金口１３に表面を上にした状態で紙幣を出金する設定が行われていた場合には
、スタッカ２１内で表面が下にした状態の紙幣をＲｊ一時保留部１５に搬送して保留した
後に出金口１３から出金することで、出金口１３から出金される紙幣すべてを表面を上に
した状態で出金することができる。
【０２６６】
　なお、上記の実施例では、店舗、銀行および警備会社の３者に取扱権限が存在する場合
について説明したが、本発明は当事者が３者の場合に限定されるものではなく、少なくと
も入出金部１０、収納繰出部２０または収納部３０のいずれかの機能を有する第４の部位
を設けることにより当事者が４者以上の場合にも同様に適用することができる。
【０２６７】
　例えば、図１に示した収納部３０とは別に同様の機能を有する収納部４０をさらに設け
ておき、米国銀行が収納部３０を所有し、カナダ銀行が収納部４０を所有するとした時に
は、収納繰出部２０から繰り出される米ドル紙幣を収納部３０に引き渡すとともにカナダ
ドル紙幣を収納部４０に引き渡すように紙幣処理装置１を構成することもできる。
【０２６８】
　また、上記の実施例では、図９に示す操作ターミナル１１０、記憶部１２０及び制御部
１３０の機能部を第１の部位、第２の部位または第３の部位のいずれかの部位に集約して
設けることとしてもよいし、分散して設けることとしてもよい。また、これらの機能部を
各々の部位に設けることもできる。
【産業上の利用可能性】
【０２６９】
　以上のように、本発明に係る貨幣処理装置及び貨幣処理方法は、出金処理の効率の低減
防止に有用である。
【符号の説明】
【０２７０】
　１　紙幣処理装置
　１０　入出金部
　１１　入金口
　１２　識別部
　１３　出金口
　１４　入金リジェクト口
　１５　リジェクト一時保留部
　１６　搬送部
　１８ｃ　センサ
　２０　収納繰出部
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　２１Ａ～２１Ｆ　スタッカ
　２１Ｇ　精査カセット
　３０　収納部
　３１　集積部
　３１ａ　搬送通過検知部
　３１ｂ　補助札押えローラ
　３１ｃ　集積車
　３１ｄ　札押え
　３１ｅ　集積紙幣端面検知部
　１１０　操作ターミナル
　１１１　指示受付部
　１１２　表示部
　１１３　カード読取部
　１１４　印字部
　１１５　報知部
　１２０　記憶部
　１３０　制御部
　１３０ａ　入金制御部
　１３０ｂ　出金制御部
　１３０ｃ　引渡制御部
　１３０ｄ　収納繰出部在高更新部
　１３０ｅ　収納部在高更新部
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